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令和２年２月１日　　2166 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 1 ）

「中華人民共和国湖北省武漢市で報告されている 　　　　　
　原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」について

（国立感染症研究所，国際医療研究センター）

地域医療部通信 重 要

第１報



令和２年２月１日　　2166 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 2 ）



令和２年２月１日　　2166 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 3 ）



令和２年２月１日　　2166 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 4 ）

【参考】
▶ 感染症に係る連絡先（京都市）

開庁日
（開庁時間：８：30 ～ 17：00）

休日・夜間
（夜間：17：00 ～翌８：30）

医療衛生センター
感染症対策担当
（全行政区担当）

TEL 746－7200
FAX 251－7233

最寄りの区役所へご連絡ください。

【区役所】
北　区　TEL 432－1181　　上京区　TEL 441－0111　　左京区　TEL 702－1000
中京区　TEL 812－0061　　東山区　TEL 561－1191　　山科区　TEL 592－3050
下京区　TEL 371－7101　　南　区　TEL 681－3111　　右京区　TEL 861－1101
西京区　TEL 381－7121　　伏見区　TEL 611－1101

※ 感染症発生届の送付先は，休日・夜間でも同じ FAX番号（251－7233）です。
※ 休日・夜間の場合は，FAX送付の上，区役所にご連絡ください。

※ 休日・夜間については，区役所の宿直担当者が対応しますので，感染症等の内容および御連絡先をお伝えください。
　 宿直から医療衛生センター担当者に連絡を入れ，医療衛生センター担当者から折返しご連絡いたしますので，お待ち
ください。

▶ 感染症に係る休日・夜間の連絡先（京都市以外） 

FAX送信の前にまず，電話での連絡をお願いします。

休日・夜間の電話連絡は，各保健所の宿直が承り，担当職員に連絡します。 
保健所名 管轄市町村 連　絡　先

乙 訓 保 健 所 向日市，長岡京市，大山崎町 電話 075－933－1151
FAX 075－932－6910

山城北保健所 宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，久御山町，井手町，宇治田原町 電話 0774－21－2911
FAX 0774－24－6215

山城南保健所 木津川市，笠置町，和束町，精華町，南山城村 電話 0774－72－4300
FAX 0774－72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市，南丹市，京丹波町 電話 0771－62－4751
FAX 0771－63－0609

中丹西保健所 福知山市 電話 0773－22－6381
FAX 0773－22－0429

中丹東保健所 舞鶴市，綾部市 電話 0773－75－0805
FAX 0773－76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市，京丹後市，伊根町， 与謝野町 電話 0772－62－0361
FAX 0772－62－4368



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 5 ）

中華人民共和国湖北省武漢市における肺炎については，当該肺炎の患者の検体から新型コロナウイルスが
同定されており，中国当局によって暫定的に当該肺炎の原因と判断されております。
今般，日本国内で新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が確認されたことから，疑い患者等へ
の対応にあたっては「中国湖北省武漢市で報告されている新型コロナウイルス関連肺炎に対する対応と院内
感染対策」（下記URL ①）について，画像検査などで肺炎と診断された場合には，疑似症サーベイランスに
おける「重症」の定義に合致しない場合でも同サーベイランスの運用について保健所へ相談することとする
など情報の更新を行っておりますのでお知らせします。
つきましては，「中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について」（下
記URL ②）を再度ご確認いただくとともに，武漢市に滞在歴があり，呼吸器症状を発症して医療機関を受
診した患者については，新型コロナウイルスに関連する肺炎を念頭においた診療を行っていただきますよう
お願いいたします。
また「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス（第三版）」（下記URL ③）もご参照いただきますようお

知らせいたします。
なお，当該肺炎におきましては，情報収集を継続中であり，新たな対応を行う場合には，別途お知らせし

ます。

①�＜中国湖北省武漢市で報告されている新型コロナウイルス関連肺炎に対する対応と院内感染＞　（2020 年
１月 17 日改訂）（新型コロナウイルスに関する第１報として 2月１日号に同封済）

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/nCoV_200117.pdf

②�＜中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について＞（令和２年１月
６日付事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000582709.pdf

③�＜疑似症サーベイランスの運用ガイダンス（第三版）＞
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/PDF/gijisyo-gildeline-200110.pdf

④＜厚生労働省ＨＰ＞
　「中華人民共和国湖北省武漢市における原因不明肺炎の発生について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

⑤＜国立感染症研究所新型肺炎ＨＰ＞
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9310-2019-ncov-1.html

新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルスに関連した 
肺炎の患者の発生に係る注意喚起について

地域医療部通信
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令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 6 ）

新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関（WHO）の
緊急委員会の結果について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 7 ）

新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 8 ）

新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する情報提供について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 9 ）



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 10 ）

新型コロナウイルスに関する検査対応について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 11 ）

厚生科学審議会感染症部会資料（新型コロナウイルス関連）
について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 12 ）

新型コロナウイルスに関連した感染症に係る
外国語対応をはじめとする

外国人患者への対応等に係る支援ツールの周知等について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 13 ）



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 14 ）

新型コロナウイルスに関連した感染症に関するＱ＆Ａについて



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 15 ）

新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 16 ）

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について
指定感染症として定める政令等の

閣議決定・厚生労働省電話相談窓口の設置

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 17 ）

新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 18 ）

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の
政令等の施行について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 19 ）

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した
感染症対策について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 20 ）

新型コロナウイルスに関連した患者及び
無症状病原体保有者の発生について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 21 ）

新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 22 ）

中華人民共和国湖北省武漢市における
新型コロナウイルス関連肺炎に関する

世界保健機関（ＷＨＯ）の緊急事態宣言について



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 23 ）

　中国湖北省武漢市における新型コロナウイルスの感染拡大にともない，政府は１月 21 日に関係閣僚会議
を開催し，その中で国立感染症研究所による「新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」（医
報：新型コロナウイルス感染症情報第１報）が示されました。
　その後１月 28 日には厚労省が新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定し，京都におきまして
も１月 30 日に府医・府病協・私病協と京都府・京都市が一堂に会して「新型コロナウイルス感染症に関す
る連絡会議」を開催いたしました。この間，「指定感染症」の施行についても当初２月７日とされていたも
のが２月１日へ前倒しされ，「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」が２月１日に事務
連絡として発出され同３日に府医へ提示されましたところです。
　今般，この「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」につきましてお知らせするととも
に，その要約を下記に記載しております。会員各位におかれましてはこの内容について十分にご理解いただ
き，今後の診療体制にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

①「帰国者・接触者外来」の設置について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応するために疑い例を診察する「帰国者・接触者外来」（非
公表）が設置されることとなりました。

②「帰国者・接触者相談センター」の設置について
　疑い例を「帰国者・接触者外来」へ受診させるよう調整を行う，「帰国者・接触者相談センター」が設置
されました。疑い例に該当する者は，医療機関（「帰国者・接触者外来」）を受診する前にまず「帰国者・接
触者相談センター」（別表参照）へ電話により問い合わせることとなっております。

③ 一般の医療機関における診療について
　一般の医療機関においては，患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例（※）であることが受
付等で判明した場合は，患者本人から「帰国者・接触者相談センター」へ連絡することを勧めてください。

　（※）新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
　　　 （現時点の定義であり，今後，変更の可能性がございます。）
　　　　以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。
　　　　Ⅰ．発熱（37.5 度以上）かつ呼吸器症状を有している。
　　　　Ⅱ．発症から２週間以内に，以下の（ア），（イ）の曝露歴のいずれかを満たす。
　　　　　　（ア）武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
　　　　　　（イ）  「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり，発熱かつ呼吸器症状を有する人」との   

接触歴がある。

～新型コロナウイルス感染症情報～

地域医療部通信

第３報

重 要



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 24 ）

帰国者・接触者相談センター

▶ 一般の方のための連絡先（医療機関からの問い合わせも可）

⃝京都府

受付時間　�▪平日　　　　　午前８時 30 分～午後８時 00 分� �
▪土・日・祝日　午前８時 30 分～午後５時 15 分

TEL　075－414－4726
  ※健康対策課内に設置

⃝保健所

受付時間　平日　午前８時 30 分～午後５時 15 分
保健所名 電　話 所　在　地

乙 訓 保 健 所 075－933－1153 向日市上植野町馬立８

山城北保健所 0774－21－2911 宇治市宇治若森７－６

山城南保健所 0774－72－0981 木津川市木津上戸 18－１

南 丹 保 健 所 0771－62－2979 南丹市園部町小山東町藤ノ木 21

中丹西保健所 0773－22－6381 福知山市篠尾新町１－91

中丹東保健所 0773－75－0806 舞鶴市倉谷 1350－23

丹 後 保 健 所 0772－62－4312 京丹後市峰山町丹波 855

⃝京都市

受付時間　�平日・土・日・祝日　24 時間� �
（受付時間変更の場合は改めて京都市ホームページでお知らせします）

TEL　075－222－3421
  ※健康安全課内に設置



令和２年２月 15 日　　2167 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 25 ）

▶ 医療機関のための連絡先

⃝京都市
開庁日

（開庁時間：８：30 ～ 17：00）
休日・夜間

（夜間：17：00 ～翌８：30）

医療衛生センター
感染症対策担当
（全行政区担当）

TEL 746－7200
FAX 251－7233

最寄りの区役所へご連絡ください。

【区役所】
北　区　TEL 432－1181　　上京区　TEL 441－0111　　左京区　TEL 702－1000
中京区　TEL 812－0061　　東山区　TEL 561－1191　　山科区　TEL 592－3050
下京区　TEL 371－7101　　南　区　TEL 681－3111　　右京区　TEL 861－1101
西京区　TEL 381－7121　　伏見区　TEL 611－1101

※ 感染症発生届の送付先は，休日・夜間でも同じ FAX番号（251－7233）です。
※ 休日・夜間の場合は，FAX送付の上，区役所にご連絡ください。

※ 休日・夜間については，区役所の宿直担当者が対応しますので，感染症等の内容および御連絡先をお伝えください。
　 宿直から医療衛生センター担当者に連絡を入れ，医療衛生センター担当者から折返しご連絡いたしますので，お待ち
ください。

⃝京都市以外
休日・夜間の電話連絡は，各保健所の宿直が承り，担当職員に連絡します。 

保健所名 管轄市町村 連　絡　先

乙 訓 保 健 所 向日市，長岡京市，大山崎町 電話 075－933－1153
FAX 075－932－6910

山城北保健所 宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，久御山町，井手町，宇治田原町 電話 0774－21－2911
FAX 0774－24－6215

山城南保健所 木津川市，笠置町，和束町，精華町，南山城村 電話 0774－72－0981
FAX 0774－72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市，南丹市，京丹波町 電話 0771－62－2979
FAX 0771－63－0609

中丹西保健所 福知山市 電話 0773－22－6381
FAX 0773－22－0429

中丹東保健所 舞鶴市，綾部市 電話 0773－75－0806
FAX 0773－76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市，京丹後市，伊根町， 与謝野町 電話 0772－62－4312
FAX 0772－62－4368

※ 電話番号が第１報より変更となっております。前頁の電話番号と同じです。
※  FAX送信の場合は，事前に電話での連絡をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症関連情報

　この度，日医を通じて新型コロナウイルス感染症への対策についての見直しが通知されました。この
通知は一般国民が新型コロナウイルス感染症に関して相談などを行う際の目安となるものです。

地域医療部通信

第４報

重 要
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　新型コロナウイルス感染症に感染が疑われる方の行政検査については，都道府県等におい
て下記のように定められておりましたところです。

◆感染が疑われる患者の要件
　患者が次のア，イ，ウまたはエに該当し，かつ，他の感染症または他の病因によることが
明らかでなく，新型コロナウイルス感染症を疑う場合，これを鑑別診断に入れる。ただし，
必ずしも次の要件に限定されるものではない。

ア． 発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって，新型コロナウイルス
感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

イ． 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，発症前 14 日以内に湖北省から新型コロナウイ
ルス感染症の流行が確認されている地域に渡航または居住していたもの

ウ． 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，発症前 14 日以内に湖北省から新型コロナウイ
ルス感染症の流行が確認されている地域に渡航または居住していたものと濃厚接触歴が
あるもの

エ． 発熱，呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち，医師が一般に認められて
いる医学的知見に基づき，集中治療その他これに準ずるものが必要であり，かつ，直ち
に特定の感染症と診断することができないと判断し（法第 14 条第１項に規定する厚生労
働省令で定める疑似症に相当），新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

　今般，令和２年２月 17 日付の厚労省事務連絡により，上記に示された疑似症患者に該当す
る者に加え，以下のいずれかに該当する者についても行政検査を行うこととなりました。

・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，入院を要する肺炎が疑われる者（特に高齢者ま
たは基礎疾患があるものについては，積極的に考慮する）

・ 症状や新型コロナウイルス感染症患者の接触歴の有無など医師が総合的に判断した結果，
新型コロナウイルス感染症と疑う者

・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者で
あって，その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に，医師が総合的に判断した結果，
新型コロナウイルス感染症と疑う者
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新型コロナウイルス感染症対策説明会におけるＱ＆Ａ
� （令和２年２月 11 日開催）
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新型コロナ感染症に関する問い合わせ先

▶ 医療機関のための連絡先

⃝京都市
開庁日

（開庁時間：８：30 ～ 17：00）
休日・夜間

（夜間：17：00 ～翌８：30）

医療衛生センター
感染症対策担当
（全行政区担当）

TEL 746－7200
FAX 251－7233

最寄りの区役所へご連絡ください。

【区役所】
北　区　TEL 432－1181　　上京区　TEL 441－0111　　左京区　TEL 702－1000
中京区　TEL 812－0061　　東山区　TEL 561－1191　　山科区　TEL 592－3050
下京区　TEL 371－7101　　南　区　TEL 681－3111　　右京区　TEL 861－1101
西京区　TEL 381－7121　　伏見区　TEL 611－1101

※ 感染症発生届の送付先は，休日・夜間でも同じ FAX番号（251－7233）です。
※ 休日・夜間の場合は，FAX送付の上，区役所にご連絡ください。

※ 休日・夜間については，区役所の宿直担当者が対応しますので，感染症等の内容および御連絡先をお伝えください。
　 宿直から医療衛生センター担当者に連絡を入れ，医療衛生センター担当者から折返しご連絡いたしますので，お待ち
ください。

⃝京都市以外
休日・夜間の電話連絡は，各保健所の宿直が承り，担当職員に連絡します。 

保健所名 管轄市町村 連　絡　先

乙 訓 保 健 所 向日市，長岡京市，大山崎町 電話 075－933－1153
FAX 075－932－6910

山城北保健所 宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，久御山町，井手町，宇治田原町 電話 0774－21－2911
FAX 0774－24－6215

山城南保健所 木津川市，笠置町，和束町，精華町，南山城村 電話 0774－72－0981
FAX 0774－72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市，南丹市，京丹波町 電話 0771－62－2979
FAX 0771－63－0609

中丹西保健所 福知山市 電話 0773－22－6381
FAX 0773－22－0429

中丹東保健所 舞鶴市，綾部市 電話 0773－75－0806
FAX 0773－76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市，京丹後市，伊根町， 与謝野町 電話 0772－62－4312
FAX 0772－62－4368

※ 電話番号が第１報より変更となっております。前頁の電話番号と同じです。
※  FAX送信の場合は，事前に電話での連絡をお願いします。
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▶ 一般の方のための連絡先
　医療機関からの問い合わせ先は前ページの「医療機関のための連絡先」に１本化されま
した。

帰国者・接触者相談センター

⃝京都市

受付時間　�平日・土・日・祝日　24 時間� �
（受付時間変更の場合は改めて京都市ホームページでお知らせします）

TEL　075－222－3421
  ※健康安全課内に設置
⃝京都府

受付時間　�平日・土・日・祝日　24 時間

TEL　075－414－4726
  ※健康対策課内に設置

⃝保健所

受付時間　平日　午前８時 30 分～午後５時 15 分
保健所名 電　話 所　在　地

乙 訓 保 健 所 075－933－1153 向日市上植野町馬立８

山城北保健所 0774－21－2911 宇治市宇治若森７－６

山城南保健所 0774－72－0981 木津川市木津上戸 18－１

南 丹 保 健 所 0771－62－2979 南丹市園部町小山東町藤ノ木 21

中丹西保健所 0773－22－6381 福知山市篠尾新町１－91

中丹東保健所 0773－75－0806 舞鶴市倉谷 1350－23

丹 後 保 健 所 0772－62－4312 京丹後市峰山町丹波 855
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　府医では，新興感染症対策の一環として，会員間の情報共有にご活用いただくため，2020 年２月 12 日よ
り「急性ウイルス性呼吸器感染症発生状況マッピングシステム」の運用を開始しております。
　具体的には，府医会員ML登録会員が医療機関での日常診療において，上気道炎，気管支炎，肺炎等の
急性呼吸器感染症のうち，概ねウイルスに起因すると判断された日々の症例数を，「上気道炎（熱発なし）」，
「上気道炎（熱発あり）」，「気管支炎・肺炎」に分けてインターネット経由でご入力いただき，その診断数を，
当該医療機関所在地の行政区（市区町村）・中学校区ごとに，年齢層別（12 歳以下，13 歳～ 64 歳，65 歳以
上の３区分）に集計して地図上に示します。
　また，年齢層別（12 歳以下，13 歳～ 64 歳，65 歳以上の３区分）および診断種別（「上気道炎（熱発なし）」，
「上気道炎（熱発あり）」，「気管支炎・肺炎」の３区分）ごとにグラフ表示も行い，「日別」，「週別」，「月別」
の発生状況の推移も示します。
　このマッピングシステムをご利用いただくには府医メーリングリストの配信からURLをお受け取りいた
だくか，府医ホームページからマッピングシステムのサイトにお入りいただき，ID，パスワードを入力し
てください。
　（ID，パスワードについては府医事務局にお問い合わせください）

急性ウイルス性呼吸器感染症発生状況
マッピングシステムについて
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～診療所の会員の皆様へ～

　PCR検査に保険適用がされたことで，医師の判断により診療の一環として行われることになり
ましたが，実施する医療機関は京都府から行政検査を委託しているとの取り扱いとなるため，受託
契約を結ぶことになります。京都府が PCR検査実施に対し十分な院内感染対策等が整っている医
療機関と受託契約を締結します。また，医師がCOVID-19 の疑いがあると診断した時点で，直ち
に疑似症発症届（感染症法第 12 条）を提出した上での検体採取となります。
　府医としては，現時点では，院内感染防止および検査の精度管理の観点から，PCR検査は帰国者・
接触者外来で行われるべきと考えております。
　日々，状況の変化に応じて対策を講じておりますが，今般，現時点での情報を取りまとめました
Ｑ＆Ａを作成いたしましたので，ご一読いただけましたら幸いです。
　会員各位におかれましては，上記についてご理解とご協力を願いいたします。

　2020 年３月 10 日

  一般社団法人京都府医師会　

新型コロナウイルス感染症関連情報

地域医療部通信

第５報

重 要
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する Q&A　Vol．２（2020 年３月 10 日）
  ～京都府医師会編集～

Ｑ１.　日本における COVID-19 の感染流行の状況について
　感染が拡大する前の水際対策期を過ぎて，感染蔓延期に移行しつつあります。もはや，感染者を見つけ出
して感染者の周辺を封じ込めるというのではなく，如何に重症者を出さないか，重症者のための治療の確保
をどうするか，如何にハイリスク者を守るか，高齢者や介護施設での集団発生を如何に防ぐか，の対策を講
じる時期になっています。感染者の増加にともない重症者も増えますが，重症者のための病床の確保をしつ
つ，今後は PCR検査（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出）は重症者を優先して，さらに院内
感染を防ぐことに主眼が置かれていきます。

　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）―水際対策から感染蔓延期に向けて」   
  （日本感染症学会・日本環境感染学会，２月 21 日）
　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大防止策，医療提供体制）
の移行について」（厚労省対策推進本部，３月１日）

Ｑ２．症状の軽い人からの感染拡大について
　これまでは症状の軽い人からも感染する可能性があると考えられていましたが，国内のデータの分析から
明らかになってきたことは，症状の軽い人も，気づかないうちに感染拡大に重要な役割を果たしてしまって
いると考えられます。なかでも，若年者は重症化する割合が非常に低く，感染拡大の実態はみえにくいです
が，結果として中高年層に感染が及んでいると考えられます。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

Q ３．クラスターとは
　クラスターは患者集団のことです。一定条件を満たす場所において，一人の感染者が複数人数に感染させ
た事例が報告されています。具体的には，ライブハウス，スポーツジム，屋形船，ビュッフェスタイルの会食，
雀荘，スキーのゲストハウス，密閉された仮設テントなどです。このことから屋内の閉鎖的空間で，人と人
とが至近距離で，一定時間以上交わることによって，患者集団（クラスター）が発生する可能性が示唆され
ています。クラスターが次のクラスターを生むことで，感染の急速な拡大を招くと考えられています。厚労
省では，対策本部クラスター対策班が設置され，各地でのクラスターの分析とその後の広がり防止対策を行っ
ています。
　なお，これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症にかかわらず約 80％は，他の人には感染
させていないと報告されています。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

Ｑ４．重症化する人たちとは
　COVID-19 で重症化するリスクが高いのは，高齢者，基礎疾患（糖尿病，喘息やCOPD等の呼吸器疾患，
心疾患，免疫抑制剤あるいは抗がん剤治療にある者，妊婦など）を有する人です。
　これまでのデータから判ってきたことは，感染が確認された症状のある人の約 80%が軽症，14%が重症，
６％が重篤となっています。重症化した人も約半数は回復しています。重症化する患者さんも，最初は普通
の風邪症状（微熱，咽頭痛，咳など）から始まっており，その段階では重症化するかどうかの区別はつきに
くいのです。
　軽症では風邪症状が出てから約５～７日程度で治まりますが，重症化する患者さんは，７～９日目ころか
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ら急速に症状が悪化し，肺炎に至っています。
　言い換えれば，ハイリスク者以外は一般市民が怖れるほどの危険の高いものではなく，今後，長期的な対
応のなかで，かかりつけ医が患者さんにそのことを説明することが重要です。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

Ｑ５．風邪症状のある患者さんから電話相談を受けた場合，受診させてもよいでしょうか
　２月 25 日発表の政府の基本方針に基づいて，軽い風邪症状の方は原則として自宅療養することを勧めて
ください。37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合（高齢者や基礎疾患のある方，妊婦は２日程度），または
倦怠感や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は，帰国者・接触者相談センターへ連絡するよう説明してください。
　医師が診察すると判断した場合は，受診時に患者さんにマスク装着するよう指示してください。また，診
察時間を調整して，受診させるなどの対応をしてください。

Ｑ６．発熱している風邪症状の患者さんが，直接，医療機関を受診した場合，診察をお断りできますか
　受付段階で発熱があると判明した場合は，診察する前に原則として自宅療養を勧めてください（Ｑ５．参
照）。もし受付が済んでしまった場合は，マスク装着をしていただき，別室など他の患者さんと接触を避け
るために動線を分けるようにしてください。

Ｑ７．帰国者・接触者相談センターへの連絡はどのような場合ですか
　Ｑ５．で述べた体調不良の患者さんが，直接，帰国者・接触者相談センターに連絡すると，感染の可能性
等を確認し，帰国者・接触者外来に誘導するか，自宅での経過観察を継続するかの判断をされます。
　医療機関から相談するのは，医師がCOVID-19 の疑いがあると判断した場合で，帰国者・接触者相談セ
ンター（京都市では医療機関から感染症対策窓口へ）から帰国者・接触者外来での PCR検査へ繋げること
になります。
　府医も，検査が必要な方には，スムーズに PCR検査が実施できるよう，京都府・市と協力体制をとって
取組んでいます。

Ｑ８．医療機関の入口に「発熱のある人は診察できない」と掲示できますか。応召義務に反しますか
　COVID-19 を含めて感染症に対して標準予防策を講じることができない（サージカルマスクや手指アル
コール消毒薬などが十分でない）場合，構造的に他の患者さんとの距離を保つことができない場合などには，
診療ができる態勢ではないので，応召義務に反することにはなりません。診察できない旨を掲示する場合は，
前述の理由を併せて記載することと，Q５．の自宅療養あるいは帰国者・接触者相談センターへの連絡につ
いても記載してください。

Ｑ９． 体調を崩した方が医療機関を受診した場合に，医師や看護師等が診察の際に注意することは何でしょう
　COVID-19 感染の疑いのある方が受診した際には，COVID-19 の類似症にあたらないか注意して診察す
ることが重要です。京都府・府医を通じて周知している疑似症の基準に沿った診察をお願いします。
　「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス（第三版）」
　https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/PDF/gijisyo-gildeline-200110.pdf

Q10．感染の疑いのある患者を診察する際，医療者はどのような準備や装備が必要ですか
　サージカルマスク装着と手洗いなどの衛生対策を心がけてください。手指などの皮膚の消毒には消毒用ア
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ルコール（70%）が，物品などの消毒には次亜塩素酸ナトリウム（0.1%）が有効であることが判っています。
なお，診察した患者が後日にCOVID-19 感染と判明しても，標準予防策を行って診察していれば濃厚接触
とはみなされません。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）
　「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（国立感染研究所　国際感染症センター，３月５日）

　感染対策についての詳細は国立感染症研究所のHP「新型コロナウイルス（2019-nCoV）」に掲載の関連
するガイダンスをご参照ください。
　https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html

Q11.　感染の疑いのある患者の届け出は必要ですか
　新型コロナウイルス感染症流行地域からの帰国者など，集中治療その他これに準ずるものが必要な場合や
臨床症状から肺炎と診断され，かつ，特定の感染症と診断ができない場合は，直ちに疑似症として届け出る
必要があります。現時点では，帰国者・接触者外来の医療機関ないしそれに準じる医療機関から届け出がさ
れることになります。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q12． 疑い患者が帰国者・接触者外来あるいはそれに準じる医療機関ではない施設を受診した際の対応は何
ですか

　帰国者・接触者相談センターあるいは保健所に連絡の上，検査の実施ができる帰国者・接触外来の医療機
関への誘導をお願いしてください

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q13．COVID-19 感染者の診療を行った場合は，濃厚接触者に該当しますか
　医療機関や検査機関で，標準予防策を講じて適切な感染防護具などを使用している場合は，濃厚接触者に
該当しません。もし，感染防護具が破れていたなどの「適切でない」と考えられる行動があった場合は，個
別に判断されますので，その医療機関を通じて保健所へご相談ください。
　インフルエンザ等の診断のために検体採取をされる場合においても，後日患者さんがCOVID-19 感染者
と判明し，標準予防策が不適切であれば医師が濃厚接触者となる可能性がありますのでご注意ください。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q14．医療機関や検査機関で COVID-19 患者の診察を行った後は，就業を控えなければいけませんか
　適切に感染予防の対応（標準予防策，感染防護具着用など）をして診療した場合，現時点では濃厚接触者
に該当しないと判断されますので，就業を控える必要はありません。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q15．COVID-19 感染者に診療を行った場合，診察医は PCR 検査を行ってもらえますか
　Q13．のとおり，適切な感染対策を講じていた場合は，感染する可能性が低いと考えられるため，京都府
では原則として PCR検査は行われません。発熱の患者さんを診察される場合はマスク装着等適切な感染対
策を必ず講じてください。検体の採取は帰国者・接触者外来で行いますので，一般医療機関（診療所）では
行わないでください。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）
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Q16．医療機関で PCR 検査を実施する条件は
　検体採取によってエアロゾルが発生する可能性があるため，周囲に感染を拡大させる危険性があります。
適切な感染予防策（N95 マスク，ゴーグル，防護服，グローブなど）のもとでなければ実施できません。
また安全な検体搬送体制が必須です。
　これらの要件を満たさない限り一般医療機関（診療所）での検体採取はできません。

　「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド　第２版」（日本環境感染学会）

Q17.　医療機関の診療で，COVID-19 に感染した場合はどうなりますか
　一般の患者さんと同様に入院となります。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）。

Q18．医師が COVID-19 に感染して，休業を余儀なくされた場合，休業補償はありますか
　休業補償保険（＊）に加入していれば医師本人は補償されますが，看護師等のスタッフについては特約加入
が必要です。しかしながら現時点では，特約にCOVID-19 は含まれていません。保険の定款では感染症１
類から３類について記載されていますが，COVID-19 は２類相当であり，今後はCOVID-19 を含めるよう
日医から要請をしています。まず個々の医療機関の契約中の保険については再検証をしてください。
  （＊）（有）KMAで取り扱っていますのでご相談ください。
　「第２回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会」（日本医師会）

Q19．PCR 検査は行政検査と保険適用の二本立てとなりましたが，違いは何ですか
　COVID-19 が指定感染症となってから，PCR検査は行政検査として，帰国者・接触者外来において検体
採取が行われています。
　今回 PCR検査に保険適用がされましたが，従来とおり，京都府では行政検査も保険適用検査も帰国者・
接触者外来でのみで行います。今後，患者の増加に加えて帰国者・接触者外来が拡充される方向で調整され
ています。

　「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取り扱いについて」（厚労省健康局，３月４日）
　「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型ウイルス感染症に対応した医療体制について（依頼）」   
  （厚労省対策推進本部，３月４日）

Q20． かかりつけ医の判断で PCR 検査を一般診療所でできますか
　PCR検査は帰国者・接触者外来のみで行います。

　「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型ウイルス感染症に対応した医療体制について（依頼）」   
  （厚労省対策推進本部，３月４日）
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～診療所の会員の皆様へ，その２～

　３月 10 日時点での「新型コロナウイルス（COVID-19）感染症に関するQ&A Vol．２」を公開
いたしましたが，その前後で会員の皆様から多くの質問が寄せられています。また府医ホームペー
ジの新型コロナ関連特設サイトに置きました「新型コロナウイルス関連お問い合わせフォーム」に
も質問が寄せられ，逐次ご回答させていただいているところです。
　３月 17 日に『群馬県の 70 代医師が新型コロナウイルスに感染し，感染後の診療で患者 67 名と
濃厚接触』のニュースを受けて，府医へのお問い合わせで「医師が発熱したときの対応」などの質
問が増えています。
　今回，これらのご質問への回答集として，先のQ&A Vol．２ の追補としてのQ&Aを作成いた
しました。流行状況や対応策は，日々変化しておりますので，府医からのQ&Aは作成時点での一
般的な注意点を示すものであることをお断りしておきます。
　また診療所，特に一般的な内科診療を想定しての内容になっておりますが，遵守すべきものとい
うのではなく，あくまでも参考にしていただいた上で最終的には医療機関の責任において，落ち着
いて日々の診療を守っていただきますようお願いいたします。
　内科以外のその他の科の会員の先生方にもご参考にしていただければ幸いです。
　なお，日本国内では現時点では患者増加は持ちこたえていますが，今後クラスターの感染源が分
からない感染者が増え続けると，どこかで爆発的患者増加（オーバーシュート）を生じて医療体制
が崩れることもあり得ます。災害時のBCP（事業継続計画）を立てるのと同様に，各医療機関に
おかれましては，スタッフとともに今後のフェーズに対応できるBCPを立てていただくことが重
要になってくると思われます。日医HPに「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手
引き」が公開され，作成例も示されています（https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_
influenza/001711.html）。これを参考にしてCOVID-19 仕様を個々の医療機関で作成していただ
くよう日医からの通知があり，会員の先生方にはすでにお願いしておりました。未だ作成されてお
られない場合は，診療科にかかわらずすべての医療機関での作成をよろしくお願いいたします。

　会員の皆様におかれましては，今後ともご理解，ご協力，ご支援のほどを何卒よろしくお願いい
たします。

　2020 年３月 23 日

  （一社）京都府医師会　新型コロナウイルス感染症対策チーム　

新型コロナウイルス感染症関連情報

地域医療部通信

第６報

重 要
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する Q&A Vol．２ 追補版（2020 年３月 23 日）
  ～京都府医師会編集～

Q21．Ｑ１で感染蔓延期に移行しつつあると記載されていますが，水際対策は終わりますか
　Q&A Vol．２を作成した後の３月 11 日にWHOはCOVID-19 感染状況を「パンデミック」と評価しま
した。３月 18 日現在COVID-19 感染国は 150 か国以上で，世界的に急速に広がりをみせています。日本
国内では急速な増加ではないにしろ感染蔓延期に移行しつつあることは事実です。しかし水際対策は終了す
るのではなく，むしろ諸外国での感染拡大と感染者急増により，海外からの帰国者が日本に持ち込むように
なっていますので，再度水際対策の強化が行われています。
　３月 18 日に政府の対策本部は検疫の強化やビザの制限等の水際対策強化に係る措置を発表し，これらを
総合的に判断した外務省は感染症危険情報をレベル１に引上げ，全世界に対して発出しました。
　今後の診療にあたっては，海外渡航歴に注意を払ってください。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等に
おける新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について」（厚労省，令和２年３月 18 日）
「感染症危険情報（レベル１）：全世界に対する感染症危険情報の発出」（外務省海外安全ホームページ）

Q22．医師が 37.5 度以上の発熱，感冒症状が出た場合，診療を休むべきか。
　国の基本方針で一般市民は自宅療養することが求められている状況であり，医師であってもこれに従わね
ばなりません。
　医師は感染に対するハイリスク者であることに留意した上で，Q24．に示す標準予防策や環境消毒を行う
ことを日頃から心がけてください。

　「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部）
　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療所・病院のプライマリ・ケア　初期診療の手引き　Ver．１」   
  （（一社）日本プライマリ・連合学会，2020 年３月 11 日公開）

Q23．医院の職員が感冒症状や発熱がある場合は
　Q22．と同じく，当該職員には自宅療養していただかねばなりません。普段から職員の健康管理を兼ねて
出勤の前後での体温測定とその記録を行い，体調に変化があった場合は，すみやかに院長あるいは感染管理
担当者に報告する体制を作ることが望ましいです。
　業務に復帰する時期は，当該職員の経過や体調を考慮して，院長が判断します。

　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療所・病院のプライマリ・ケア　初期診療の手引き　Ver．１」   
  （（一社）日本プライマリ・連合学会，2020 年３月 11 日公開）
　「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き　第１版」   
  （厚労省，新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業）

Q24．感冒症状で受診した患者が，後日 COVID-19 陽性者と診断された場合の対応は
　保健所から患者の受診状況についての問い合わせがありますので，受診時の状況説明を含めて保健所の指
示に従ってください。Q10．，Q13．で説明したとおり，医師および医院職員が標準予防策（サージカルマス
ク，手指の消毒など）を講じて診療し，後述する施設内の適切な消毒が行われていれば，濃厚接触は発生し
なかったと判断されますので，自主的な就業制限や施設の使用制限を行う必要はありません。
　普段から患者が触れやすい場所（ドアノブ，洗面所蛇口，ゴミ箱やその周囲，など）を消毒用エタノール（ア
ルコール濃度 70%以上）あるいは薄めた次亜塩素酸消毒液（適正濃度 500ppm・0.05%）で消毒しておくこ
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とが必要です。なお，環境消毒の基本は清拭であり，噴霧消毒は不確実ですので現場対応で徹底してくださ
い。飛沫は時間経過で水分が蒸発して飛沫核となりエアロゾル感染を生じる可能性があるため，患者が咳や
くしゃみをした場合には，迅速に消毒することが大切です。

　「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」（日本医師会，2020 年３月 11 日）
　「日本医師会　新型コロナ通信　第５号」（日本医師会，2020 年３月 19 日）
　「第４回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会」（日本医師会，2020 年３月 19 日）

Q25．医院の職員が後日，COVID-19 感染者と判明した場合の対応は
　医院の他の職員が濃厚接触者と判定される可能性が高く，また状況によっては医師も同様の扱いとなる可
能性があります。濃厚接触者は積極的疫学調査の対象となり，14 日間は自宅待機での経過観察となるため，
出勤はできません。
　また，患者・職員にかかわらず陽性者が発生した場合，保健所等の指導の下で消毒等を行うまでは施設の
使用を自主的に制限することになります。ただし，その範囲は必ずしも施設全体ではなく，陽性者の動線上
にない，またQ24．のとおりに十分に消毒されているなど感染リスクが低いと当該医療機関の管理者が判断
した部分については，使用を継続できます。

　「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」（日本医師会，2020 年３月 11 日）
　「第４回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会」（日本医師会，2020 年３月 19 日）

Q26．医師の家族が COVID-19 感染者と診断された場合の対応は
　陽性者の家族は濃厚接触者となることがほとんどです。医師は濃厚接触者と判断されますので，Q25．と
同じく 14 日間の健康観察期間が必要となります。医院の休業を行うかどうかは，保健所等と協議の上，お
決めください。

　「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き　第１版」   
  （厚労省，新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業）

Q27．診察着は洗う前に消毒しなければなりませんか
　コロナウイルスはエンベロープを持つRNAウイルスであり，熱・乾燥・エタノール・次亜塩素酸ナトリ
ウムに消毒効果が期待できます。基本的には診察着を洗う前の消毒は必要ありませんが，洗うことで付着し
ている可能性のあるウイルス等は落とすことができます。

　「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き　第１版」   
  （厚労省，新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業）

Q28．COVID-19 に対する治療薬
　現時点では，COVID-19 に対する抗ウイルス薬による決定的な治療法はなく，重症あるいは重篤な患者
に人工呼吸器や ECMOを用いた対症療法が主体です。
　種々の薬剤投与が試みられていますが，まだ決定的な治療効果が証明されていません。

　「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き　第１版」   
  （厚労省，新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業）

Q29．COVID-19 のワクチンは
　現在，各国でCOVID-19 のワクチン開発が急ピッチで進められています。同じコロナウイルスであ
る SARS と MERS でもワクチン開発が行われましたが，いずれも有効なワクチンはできていません。
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COVID-19 で有効なワクチンができるかどうかまだ分かりませんが，実用化されるには１年以上かかると
思われます。

Q30.　サージカルマスクとその他のマスク（布マスク，花粉症用など）との違いは
　医療用マスクには，ASTM F2100-11（Standard Specification for Performance of Materials Used in 
Medical Face Masks. 2011）という規格基準が定められています。細菌濾過率（細菌を含む平均約３μｍ
の粒子が濾過された率），微粒子濾過率（平均 0.1 μｍの微粒子が濾過された率），呼気抵抗，血液不浸透性，
延燃性によってレベル１～３の３クラスに分類されています。細菌濾過率と微粒子濾過率はそれぞれ 95%
以上がクラス１で，クラス２と３はそれぞれ98%以上です。ウイルス粒子は0.1μｍで，飛沫核は５μｍ未満，
飛沫は５μｍ以上ですから，飛沫を防ぐにはこのクラス１～３でほぼ可能と言えます。但し，エアロゾル発
生の際にはN95 マスクが必要になります。
　スギ花粉は 20 ～ 40 μｍでこれを濾過できる花粉症マスクで前述の規格に合わないものや，手作りの紙マ
スクや布マスクでは，これらの微粒子濾過ができないため，サージカルマスクと同等とは扱われない可能性
があります。

　「各 PPEの規格基準」（MedicamSARAYA，（株）サラヤ医療従事者向けサイト）

Q31 ．標準予防策として手指消毒をしたいのですが，擦式手指アルコール消毒薬や消毒用アルコールそのも
のが品薄あるいは欠品状態です

　標準予防策としての手指衛生の基本は，手洗いと手指消毒です。アルコールによる手指消毒ができない場
合は，患者に直接触れるあるいは鼻腔や咽頭からの検体採取の際には手袋装着をし，外してからしっかりと
した手洗い（30 秒以上）を行うことが必要です。後日COVID-19 感染者に接触したことが判明した場合，
この方法で手指消毒ができているかどうかは，保健所等の判断になります。

　「標準予防策と接触予防策－手洗い－」（ヨシダ製薬病院感染，院内感染対策学術情報Y’s Square）

Q32 ．標準予防策のための衛生資材がなくなってきました。インフルエンザなどの迅速検査を行いたいので
すが

　インフルエンザなどの感染症を疑って検体採取をした患者が後日COVID-19 感染者と判明した場合，予
防策ができていない医師は濃厚接触者として扱われます（Q24．）。インフルエンザや溶連菌感染など，鼻腔・
咽頭から検体を採取する際に，サージカルマスク装着，眼の保護（アイシールド，ゴーグルなど），手袋，
ガウン（長袖ガウンが不足の場合はエプロン可），手指衛生をしていれば濃厚接触に相当しませんので検体
採取は可能です。これらの感染予防策ができない場合は，迅速検査は行わずに臨床診断だけで処方すること
は可能とされています。衛生資材がない場合は，一般診療所では迅速検査は行わないでください。迅速検査
が実施できないためインフルエンザの除外診断ができないがCOVID-19 も疑われるときは，医師から帰国
者・接触者相談センターに連絡の上，ご相談ください。

　「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」（厚労省対策推進本部，2020 年３月 11 日）
　「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」（日本医師会，2020 年３月 11 日）
　「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（国立感染研，国際感染症センター，改訂 2020 年３月 19 日）

Q33．接触感染の対策は
　ヒト呼吸器コロナウイルスの感染様式では，くしゃみなどの飛沫での感染よりも，ティッシュなどで鼻を
かむ際に鼻を触った手がウイルスで汚染され，その手でドアノブなどの物を触り，そこに付着したウイルス
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が物を介して別の人の手にうつり，その手を顔面にもっていくことで感染（fomite transmission）が成立
します。物の上でどれくらい感染性が保持されるかについては，従来３時間程度と言われていましたが，プ
ラスティックなどの表面で３日程度，痰や糞便では５日，尿中で 10 日です（中国 SARS 対策委員会）。鼻
汁や気道粘膜からの分泌物など粘性のある生体成分に包まれた状態では，表面が乾燥しても内部のウイルス
の乾燥は限られ，感染性は安定していると思われます。
　COVID-19 も，物を介する感染を防ぐためには，「顔に手を持って行かない（特に鏡の前で無意識に顔面
や毛髪を触ることに注意）」「手の消毒や手洗い（手袋を外した後も）」が重要です。また，感染者から出た
咳や痰，下痢便などウイルス量が多い排泄物が付着した物，見かけ上乾燥している物も感染源となりますの
で，Q24．で示したような消毒が必要です。

　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のウイルス学的特徴と感染様式の考案」（Web医事新報，日本医事新報社）

Q34．Ｑ５．の帰国者・接触者相談センターへの相談の目安が厳しいのでは
　Ｑ５．で示したとおり，帰国者・接触者相談センターに相談する目安は「風邪の症状や 37.5 度以上の発熱
が４日以上続く」「強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある」こととしています。この２条件
が揃わなければならないということではなく，どちらかの条件に当てはまる人には，帰国者・接触者相談セ
ンターに相談するよう説明して，帰国者・接触者外来への受診調整を行うようにしていただいて構いません。
　また目安で「強い倦怠感や呼吸困難」があれば，「熱が４日以上」続くことが必要というわけではなく，
直ちに帰国者・接触者相談センターに相談してください。
　さらに「高齢者」などの重症化しやすい人たちについては，「風邪の症状や熱が２日程度続く」まで待た
ねばならないという意味ではなく，たとえ２日程度続いていなくても，相談のあった状況に応じて柔軟な対
応をしてください。

　「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」（厚労省，対策推進本部，令和２年３月 22 日）

Q35．Ｑ５．の帰国者・接触者相談センターへの相談の目安で自宅待機していた人が軽快してきた時の扱いは
　「風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く」ことが目安のひとつですが，３日以内に解熱した場合，
風邪の症状が増強しなかった場合は，COVID-19 感染でなく普通感冒などの可能性があります。Ｑ４．で示
したように重症化する人では最初は軽い症状でも徐々に症状が悪くなり７日目頃から急に悪化します。自宅
待機後３日以内に解熱した場合，職場に復帰させるタイミングの目安は，各種薬剤の内服のない状態で，発
熱，咳，喀痰，下痢，全身倦怠感などが消失してから 48 時間が望ましい，とされています。この条件で（症
状消失を０日として３日目から）復帰が可能となりますので，職場や学校に相談するように指導してくださ
い。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）
　「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」（厚労省，対策推進本部，令和２年３月 22 日）
　「新型コロナウイルス情報　企業と個人に求められる対策」（日本渡航学会，日本産業衛生学会）
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新型コロナウイルス感染症に対する感染管理

  改訂 2020 年３月 19 日

  国立感染症研究所
  国立国際医療研究センター　国際感染症センター

　この文書は，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が疑われる場合の感染予防策について，医療関
係者及び保健所が参照することを想定し作成した。
　今後，疫学的所見や病原体に関する新たな知見の蓄積に伴い，この内容は適宜更新される。

　なお，COVID-19 の疑いに関わらず，原則として以下は常に行うべきである。
・ 外来患者の待合室では，発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者，または発熱や呼吸器症状を訴え
る患者どうしが，一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを
着用させる。

・ 医療従事者は，標準予防策を遵守する。つまり，呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを
着用し，手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には，それらにより環境を汚染しな
いよう留意しながら外し，所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し，手指衛生の前に目や顔を触
らないように注意する。

・ 医療従事者は，健康管理に注意し，発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職するよう
にする。

１　医療機関における COVID-19 の疑いがある人や COVID-19 患者の診療時の感染予防策
　COVID-19 患者（確定例），疑似症患者，濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合，
　Ⅰ　標準予防策に加え，接触，飛沫予防策を行う
　Ⅱ　診察室および入院病床は個室が望ましい
　Ⅲ　診察室および入院病床は陰圧室である必要はないが，十分換気する
　Ⅳ　１）上気道の検体採取を実施する場合（鼻咽頭ぬぐい液採取等）
　　　　　 サージカルマスク，眼の防護具（ゴーグルまたはフェイスシールド），長袖ガウン（不足の場合

はエプロン可），手袋を装着する
　　　２）エアロゾルが発生する可能性のある手技（気道吸引，気管内挿管，下気道検体採取等）
　　　　　 N95 マスク（またはDS2 など，それに準ずるマスク），眼の防護具（ゴーグルまたはフェイスシー

ルド），長袖ガウン，手袋を装着する
　Ⅴ　患者の移動は医学的に必要な目的に限定する
　なお，職員（受付，案内係，警備員など）も標準予防策を遵守する。

・ N95 マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い，マスク，ゴーグ
ルまたはフェイスシールド，長袖ガウン，手袋などの PPEを脱ぐ際の手順に習熟し，汚染された PPEに
より環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま，自身の眼や顔面を触れないようにす
る。
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・ 手袋，帽子，ガウン，覆布（ドレープ），機器や患者環境の被覆材などには，可能なかぎり使い捨て製品
を使用する。使用後は，専用の感染性廃棄物用容器に密閉するか，あるいはプラスチック袋に二重に密閉
したうえで，外袋表面を清拭消毒して患者環境（病室など）より持ち出し，焼却処理する。リネン類の洗
濯にあたっては，通常の 80℃・10 分間の熱水消毒後，洗浄を行う。

２　自宅等での感染予防策
　・ 「濃厚接触者」については，健康観察期間中において，咳エチケットと手洗いを徹底するように保健所

が指導し，常に健康状態に注意を払うように伝える。不要不急の外出はできる限り控え，やむをえず移
動する際にも，公共交通機関の利用は避けることをお願いする。

　・ 外出時や同居者等と接触する際のサージカルマスク着用と手指衛生などの感染予防策を指導する。
　・ 濃厚接触者と同居している者にはサージカルマスクの着用および手指衛生を遵守するように伝える。
　・ 濃厚接触者が着用しているマスクについて，一度着用したものは，食卓などに放置せず廃棄するように

する。また，マスクを触った後は，必ず手指衛生をすることを指導する。
　・ 濃厚接触者が発熱または呼吸器症状を呈し医療機関を受診する際には，保健所に連絡の上，受診を勧め

られた医療機関を受診する。
　・廃棄物処理，リネン類，衣類等の洗濯は通常通りで良い。

＊ 積極的疫学調査時の感染予防策については，「新型コロナウイルスに対する積極的疫学調査実施要領」を
参考にする

３　環境整備
　・ 環境中における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の残存期間は現時点では不明である。他のコ

ロナウイルスに関しては，20 度程度の室温におけるプラスチック上で，SARS-CoV では６～９日，
MERS-CoVでは 48 時間以上とする研究がある。

　・ インフルエンザウイルスＡ（H1N1）pdm09 の残存期間は数時間程度であり，SARS-CoV，MERS-
CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が長い。SARS-CoV-2 についてもインフルエンザ
ウイルスに比較して環境中に長く残存する可能性があるため，以下のような対応を推奨する。

　・ 医療機関においては，患者周囲の高頻度接触部位などはアルコールあるいは 0.05% の次亜塩素酸ナト
リウムによる清拭で高頻度接触面や物品等の消毒の励行が望ましい。詳細については，「医療機関にお
ける新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」等を参考にする。

　・ 高齢者施設，不特定多数が利用する施設内，自宅等において，患者が発生した際，大がかりな消毒は不
要であるが，長時間の滞在が認められた場所においては，換気をし，患者周囲の高頻度接触部位などは
アルコールあるいは 0.05% の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等の消毒の励行
が望ましい。また，新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者，
濃厚接触者が使用した使用後のトイレは，次亜塩素酸ナトリウム（1,000ppm），またはアルコール（70％）
による清拭を毎日実施することを推奨する。急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には，その都度
清拭する。体液，血液等が付着した箇所の消毒については，感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き（SARS
やMERS の箇所）を参照すること。

　・症状のない濃厚接触者の接触物等に対する消毒は不要である。
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４　関係者が感染者であった際の対応について
　「３　環境整備」に準じて消毒等対応を行い，「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実
施要領」に従って，濃厚接触者の特定を行う。一律に部分的，全体的施設閉鎖等を考慮すべきではない。患
者発生状況や，疫学調査の結果を踏まえ，必要な場合には保健所と相談の上，対応を決定する。

参　考

日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第２版改訂版（ver．2.1）

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf

WHO：Home care  for patients with suspected novel coronavirus （nCoV） infection presenting 
with mild symptoms and management of contacts

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-
coronavirus-（ncov）-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts

WHO：Infection prevention and control during health care when novel coronavirus （nCoV） 
infection is suspected

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-（ncov）-infection-is-suspected-20200125

WHO：Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings 
in the context of the novel coronavirus （2019-nCoV） outbreak

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-
home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-（2019-ncov）
-outbreak

厚生労働省健康局結核感染症課長：感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて（健感発 1227 第１号），
平成 30 年 12 月 27 日

国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（2020 年３月 12 日暫
定版）
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新型コロナウイルス感染症に対応した
医療体制についてのＱ＆Ａ（第７版）

　今般，厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より発出されました「新型コロナウイルス感染症に
対応した医療体制に関する補足資料」をお知らせします。これは医療体制に関する補足資料について，新た
な問題の追加，現状に合わせての修正，質問内容ごとの分類・並び替えが行われ分かりやすくなったもので
す。ただし３月 19 日現在の時点のものであり変更される可能性がありますことをご承知おきください。

１．帰国者・接触者相談センターについて

＜基本的な事項＞
　（問１）　「帰国者・接触者相談センター」を設置する目的は何ですか。
　　（答） 　新型コロナウイルス感染が疑われる場合に，どこの医療機関を受診すべきかが分からないという

住民の方々の不安を軽減し，医療機関における感染症の蔓延をできる限り防止するため，電話での
相談を通じ，新型コロナウイルス感染の疑い例を十分な感染症対策を行っている「帰国者・接触者
外来」へ確実に受診させるよう調整を行うこと等を目的にしています。

　（問２）　「帰国者・接触者相談センター」の設置に当たって参考にすべきものはありますか。
　　（答） 　「新型インフルエンザ等対策ガイドライン（平成 30 年６月 21 日一部改定）」の「Ⅵ　医療体制に

関するガイドライン」を参考にしてください。
　　　　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf

　（問３）　「帰国者・接触者相談センター」では何を行いますか。
　　（答）　・ 自らが疑い例と思われる者等から電話で相談を受け，「帰国者・接触者外来」の受診が必要か

どうかを判断するための情報を聴取してください。
　　　　　・ その後，別添１「帰国者・接触者相談センターへ相談後のフロー」を参考に，「帰国者・接触者外来」

等を紹介するかを判断してください。
　　　　　・ 「帰国者・接触者外来」の受診が必要と判断した場合は，「帰国者・接触者外来」の電話番号を

本人又はその家族等に伝えるとともに，受診前に「帰国者・接触者外来」に必ず連絡して，受
診する時刻及び入口等の受診時に必要と思われる事項について問い合わせるよう説明してくだ
さい。

新型コロナウイルス感染症関連情報

地域医療部通信

第７報

重 要
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　（問４）　「帰国者・接触者相談センター」の設置に関する留意事項について教えてください。
　　（答） 　「帰国者・接触者相談センター」の対応時間は，症状の出現や急変があった場合に，住民の方が

いつでも即座に相談できるよう，24 時間対応可能としてください。その際，夜間・土日は都道府
県で一括して窓口を設置するといった方法も考えられるため，貴管下の市区町村の状況に応じて
24 時間対応の窓口の複数設置をお願いします。また，問い合わせ数に応じて，適宜関係機関に協
力を要請し，十分な人員及び電話回線数を確保するようにしてください。

　　　　 　さらに，「帰国者・接触者相談センター」の受付時間については，逐次HP等により住民の方に
周知徹底してください。その際，併せて，「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目
安について」（令和２年２月 17 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）の別紙「新型コロナウ
イルス感染症についての相談・受診の目安」うち，「２．帰国者・接触者相談センターに御相談い
ただく目安」（以下「相談の目安」という。）についても掲載し，住民の方に，どのような場合に電
話するのか等を周知してください。

　（問５）　「帰国者・接触者相談センター」を設置するにあたって必要な経費の補助はあるのでしょうか。
　　（答） 　「新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について」（令和２年２月１日厚生労働省医

政局地域医療計画課ほか事務連絡）に基づき設置された「帰国者・接触者相談センター」及びこれ
に準じて今般の新型コロナウイルス感染症に対応するために新たに設置した相談窓口に限り，感染
症予防事業費等国庫負担（補助）金の「感染症予防体制整備事業」により補助することとします。（補
助率は１／２）詳細は，「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」（令和２年２月 19 日・
厚生労働省発健 0219 第２号）を参照ください。

＜体制に関する質問＞
　（問６）　「帰国者・接触者相談センター」については，住民に対しどのように周知を行うのですか。
　　（答） 　住人の方の目につきやすくするため，都道府県のホームページや各種広報紙などを活用して，そ

の連絡先（電話番号等）を周知してください。その際，併せて，「新型コロナウイルス感染症につ
いての相談・受診の目安について」「帰国者・接触者外来」の対象者や役割，受診手順等の情報の
周知もお願いします。

　（問７） 　政令市・保健所設置市が設置した「帰国者・接触者相談センター」や「帰国者・接触者外来」の
設置状況，受診者数等については，都道府県から報告すればよいでしょうか。

　　（答） 　各都道府県において取りまとめの上，ご報告をお願いします。なお，様式については「「帰国者・
接触者外来」受診者数等の報告依頼について」（令和２年２月１日厚生労働省医政局地域医療計画
課ほか事務連絡）の別添１・２回答様式を使用して報告をお願いします。

＜実際の運用に関する質問＞
　（問８） 　「帰国者・接触者相談センター」に相談した後，「帰国者・接触者外来」を受診するまでの流れを

教えて下さい。
　　（答） 　疑似症の要件に該当するか，また該当しない場合は重症化しやすい者であるか等を確認の上，別

添１「帰国者・接触者相談センターへ相談後のフロー」に基づいて帰国者・接触者外来へ受診の調
整を行ってください。
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　（問９） 　「相談の目安」の記載事項に該当するとして「帰国者・接触者相談センター」に連絡があった場合，
すべての方について「帰国者・接触者外来」への受診を調整することとなるでしょうか。

　　（答） 　重症化しやすい方か，基礎疾患等がある者かについて確認していただき，必要に応じてかかりつ
け医へ電話するよう案内してください。また，一度，かかりつけ医等の一般の医療機関を受診し，
疑い例等であるため「帰国者・接触者外来」を受診すべき者と医師が判断（疑い例の定義「エ」に
該当すると判断された等）した後，「帰国者・接触者相談センター」へ相談している場合もありま
すので，一般の医療機関での診察の有無やその結果を詳細に聞き取った上で，「帰国者・接触者外来」
への受診の調整を行ってください。

　　　　　詳細は別添１「帰国者・接触者相談センターへ相談後のフロー」を参照してください。

　（問10）　疑似症の定義を教えてください。
　　（答） 　現時点では疑似症とは，患者が次のア，イ，ウ又はエに該当し，かつ，他の感染症又は他の病因

によることが明らかでなく，新型コロナウイルス感染症を疑う場合をいいます（※１）。ただし，必ず
しも次の要件に限定されるものではありません。

　　　　　ア 　発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって，新型コロナウイルス感
染症であることが確定したものと濃厚接触（※２）歴があるもの

　　　　　イ 　37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，発症前 14 日以内にWHOの公表内容から新型コ
ロナウイルス感染症の流行が確認されている地域（※３）に渡航又は居住していたもの

　　　　　ウ 　37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，発症前 14 日以内にWHOの公表内容から新型コ
ロナウイルス感染症の流行が確認されている地域（※３）に渡航又は居住していたものと濃厚接
触歴があるもの

　　　　　エ 　発熱，呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち，医師が一般に認められている
医学的知見に基づき，集中治療その他これに準ずるものが必要であり，かつ，直ちに特定の感
染症と診断することができないと判断し（法第 14 条第１項に規定する厚生労働省令で定める
疑似症に相当），新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

※１ ：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基
づく届出の基準等について（一部改正）」（令和２年２月４日健感発 0204 第１号）及び「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基
準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について」（令和２年３月 10 日厚生労働
省健康局結核感染症課事務連絡）を参照。

※２：「濃厚接触」とは，次の範囲に該当するものです。   
　　　・ 新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触（車内，航空機内等を

含む）があったもの
　　　・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察，看護若しくは介護し

ていたもの
　　　・ 新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れ

た可能性が高いもの
※３ ：「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とは，中華人民

共和国湖北省及び浙江省，大韓民国大邱広域市，慶尚北道清道郡，慶山市，安東市，永川市，漆谷郡，
義城郡，星州郡及び軍威郡，イラン・イスラム共和国ギーラーン州，コム州，テヘラン州，アルボ
ルズ州，イスファハン州，ガズヴィーン州，ゴレスタン州，セムナーン州，マーザンダラン州，マ
ルキャズィ州及びロレスタン州，イタリア共和国ヴェネト州，エミリア＝ロマーニャ州，ピエモン
テ州，マルケ州及びロンバルディア州並びにサンマリノ共和国をいいます（３月 19 日時点）。

　　 　今後，流行地域の取扱いに変更がある場合は，厚生労働省から各都道府県等に対して事務連絡を
発出して連絡いたします。
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　（問11） 　「相談の目安」の記載事項に該当しない方から「帰国者・接触者相談センター」に連絡があった場合，
どのように対応すればよいでしょうか。

　　（答） 　相談の目安に該当しない方であっても，相談内容を聞き取った後，その方の状況を踏まえ柔軟に
判断し，必要に応じて，別添１「帰国者・接触者相談センターへ相談後のフロー」に基づいて対応
してください。

　（問12） 　「帰国者・接触者相談センター」において，疑い例で症状が重いという方から連絡があった場合，
入院加療を考慮して感染症指定医療機関を直接，案内してもよいでしょうか。

　　（答） 　入院加療が必要かどうかの判断は，原則，「帰国者・接触者相談センター」ではなく医療機関で
ある「帰国者・接触者外来」において，医師により行われるものですので，速やかに「帰国者・接
触者外来」を案内してください。

　　　　 　なお，相談内容によっては，感染症病床がある感染症指定医療機関に設置している「帰国者・接
触者外来」を案内することも検討するなど，柔軟に対応いただくことは差し支えありません。

　（問13）　「帰国者・接触者相談センター」に一般の医療機関からの連絡も想定されますか。
　　（答） 　「帰国者・接触者相談センター」に一般の医療機関からの連絡があることも想定されます。連絡

があった際，受診者本人に対して当該医療機関から，
　　　　　・受診者本人から「帰国者・接触者相談センター」に連絡すること
　　　　　・ 「帰国者・接触者相談センター」に連絡した際には，当該医療機関から電話するように説明さ

れたこと
　　　　を説明するようお願いしてください。
　　　　 　そのため，一般の医療機関で，疑い例の定義「エ：発熱，呼吸器症状その他感染症を疑わせるよ

うな症状のうち，医師が一般に認められている医学的知見に基づき，集中治療その他これに準ずる
ものが必要であり，かつ，直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し（法第 14 条第
１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当），新型コロナウイルス感染症の鑑別を要した
もの」に該当すると判断された方から，医療機関で疑い例に該当すると判断されたと相談される場
合もありますので，ご留意ください。

２．帰国者・接触者外来について

＜基本的な事項に関する質問＞
　（問１） 　「帰国者・接触者外来」を設置する目的は何ですか。（新規）
　　（答） 　新型コロナウイルス感染が疑われる方に，「帰国者・接触者相談センター」を通じて，十分な感

染症対策を行っている医療機関（「帰国者・接触者外来」）へ確実に受診していただくこと等を目的
にしています。

　（問２）　「帰国者・接触者外来」の設置に当たって参考にすべきものはありますか。
　　（答） 　「新型インフルエンザ等対策ガイドライン（平成 30 年６月 21 日一部改定）」の「Ⅵ　医療体制に

関するガイドライン」を参考にしてください。
　　　　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf
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　（問３）　「帰国者・接触者外来」では何を行いますか。（新規）
　　（答） 　「帰国者・接触者相談センター」から紹介された患者の診察を行い，新型コロナウイルス感染症

を疑う場合には検体を採取し，PCR検査を行います。
　　　　 　なお，新型コロナウイルス感染症等と診断された場合には都道府県知事の勧告により，感染症指

定医療機関等の施設に入院することとなります。

　（問４）　「帰国者・接触者外来」の設置の際の留意事項について教えてください。
　　（答） 　「帰国者・接触者外来」については，疑い例等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と

接触しないよう可能な限り動線を分ける（少なくとも診察室は分けることが望ましい。），必要な検
査体制を確保する，医療従事者の十分な感染対策等を行うことができる医療機関に設置して下さい。

　　　　 　平成 21 年の新型インフルエンザ対応時（発熱外来は全国で約 800 箇所設置）を参考に，各都道
府県では「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関の増加に努めてください。

　（問５） 　「帰国者・接触者外来」は，新型コロナウイルス感染が疑われる方と一般の患者とで入口を分け
る必要はありますか。

　　（答）　可能な限り，一般の患者と入口を含め動線を分けることが望ましいです。

　（問６） 　「帰国者・接触者外来」の診察室について，他の診察室と分けることが望ましいとされていますが，
陰圧の設備も必要でしょうか。

　　（答） 　疑い例が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないように可能な限り動線・診察
室を分けている場合，必ずしも陰圧の設備を必要とはしておりません。

　（問７）　「帰国者・接触者外来」を設置するにあたって必要な経費の補助はあるのでしょうか。
　　（答） 　「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」（令和２年２月１日厚生労働省医政局

地域医療計画課ほか事務連絡）に基づき設置された「帰国者・接触者外来」に限り，保健衛生施設
等設備整備費補助金により感染症外来協力医療機関に対して補助する設備と同等の設備を補助する
こととします。補助対象設備は以下のとおりです。（補助率は１／２）

　　　　　（１）　「HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る）」
　　　　　（２）　「HEPAフィルター付パーテーション」
　　　　　（３）　「個人防護具（マスク，ゴーグル，ガウン，グローブ，キャップ，フェイスシールド）」一式
　　　　　（４）　「簡易ベッド」
　　　　 　詳細は，「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」（令和２年２月６日・厚生労働

省発健 0206 第８号）の P43 及び P47 を参照ください。

　（問８） 　「帰国者・接触者外来」が保健衛生施設等設備整備費補助金の「感染症外来協力医療機関整備事業」
を活用して設備を整備する場合，事後申請となっても経費補助を受けることができるのでしょうか。

　　（答） 　原則は，事前協議が必要となりますが，今回については「保健衛生施設等施設・設備整備費補助
金交付要綱」の改正に係る事務手続が令和２年２月１日に間に合わなかったため，特例的に「新型
コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について」（令和２年２月１日厚生労働省医政局地
域医療計画課ほか事務連絡）が発出された令和２年２月１日以降に整備した設備で，（問７）の回
答にある（１）～（４）に該当する設備は補助対象となります。なお，令和２年２月１日より前に
整備したものは，上記（１）～（４）に該当する設備であっても補助対象にはなりませんので注意
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してください。

＜体制に関する質問＞
　（問９）　新型コロナウイルスに係る医療体制を整備するにあたり，調整すべき関係機関はありますか。
　　（答） 　地域の医療関係団体と調整の上，新型コロナウイルスに係る医療体制を整備してください。なお，

厚生労働省において，日本医師会，日本医療法人協会，日本精神科病院協会，日本病院会，全日本
病院協会，全国保健所長会等と「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の整
備等についてご協力いただくことについて調整済みです。

　（問10）　「帰国者・接触者外来」については，住民に周知を行うのですか。
　　（答） 　「帰国者・接触者外来」については，「帰国者・接触者相談センター」を通じて受診手順を理解し

た疑い例が，十分な感染予防策が行われた医療機関を受診することで，他の一般患者への感染拡大
を防止するという趣旨等から，「帰国者・接触者外来」を持つ医療機関名やその場所の一般への公
表については原則行わないものとします。ただし，「帰国者・接触者相談センター」を通じずに疑
い例が受診しても十分な感染防止を行うことができ，また，通常より多数の患者が受診することと
なったとしても診療体制に支障を来さない医療機関であるような場合には，この限りではありませ
ん。

　（問11） 　政令市・保健所設置市が設置した「帰国者・接触者相談センター」や「帰国者・接触者外来」の
設置状況，受診者数等については，都道府県から報告すればよいでしょうか。（再掲）

　　（答） 　各都道府県において取りまとめの上，ご報告をお願いします。なお，様式については「「帰国者・
接触者外来」受診者数等の報告依頼について」（令和２年２月１日厚生労働省医政局地域医療計画
課ほか事務連絡）の別添１・２回答様式を使用して報告をお願いします。

　（問12） 　「帰国者・接触者外来」の受診者数等について，翌日までに厚生労働省宛てに報告することとなっ
ていますが，「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関が土日祝日等で休診している場合も
報告が必要でしょうか。

　　（答） 　土日祝日等で医療機関が休診している場合は必要ありません。
　　　　 　ただし，「帰国者・接触者相談センター」がやむを得ず休診している「帰国者・接触者外来」を紹介し，

診察を行った場合は報告が必要です。
　　　　 　また，休診中に診察を行っていないことの確認についても休診明けにご確認をお願いします。

　（問13）　「帰国者・接触者外来」は，いつまで継続すればよいのですか。
　　（答） 　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大

防止策，医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡）でお示ししたように，現在は「帰国者・接触者外来」を増設し，「帰国者・
接触者相談センター」の体制を強化した上で，今の枠組みのまま，外来を早急に受診できる体制と
しています。現時点では「帰国者・接触者外来」の中止は検討していません。
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　（問14） 　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大
防止策，医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡）の３．（２）に「帰国者・接触者外来を増設」とありますが，「帰国者・
接触者外来」を設置する医療機関を増やすのではなく，既に「帰国者・接触者外来」を設置してい
る医療機関で，同外来で診察を担当する医療従事者や診察室を増やすことで体制を増強する方法で
対応することも考えられるでしょうか。（新規）

　　（答） 　既にある「帰国者・接触者外来」の体制を増強する方法で対応することも可能です。患者アクセ
スの観点から，「帰国者・接触者外来」を増やすことも併せてご検討ください。感染の拡大状況や
地域の医療施設の状況等，地域の実情を踏まえたご検討をお願いします。

　（問15）　病院の診察室の外に「帰国者・接触者外来」を設置することはできますか。（新規）
　　（答） 　病院の敷地内に例えばテントやプレハブなどを設置して，そこを「帰国者・接触者外来」として，

新型コロナウイルス感染症が疑われる方の診察を行うことについては問題ありません。その場合の
取扱いについては，「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の手続きについて」（令和２年２月
16 日厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡）において，以下のようにお示ししています。

　　　　※ 病院又は診療所（臨床研修等修了医師でない者が開設するものに限る。）の開設者が新型コロナ
ウイルス感染症に罹患した患者に対する医療の提供等のために医療法施行規則第１条の 14 第１
項第８号（医師，歯科医師，薬剤師，看護師その他の従業者の定員），第９号（敷地の面積及び
平面図），第 11 号（建物の構造概要及び平面図（各室の用途を示し，精神病室，感染症病室，結
核病室又は療養病床に係る病室があるときは，これを明示するもの。））及び第 12 号（病院にお
ける診察室等の施設の有無及び構造設備の概要）に掲げる事項を変更しようとする場合であって，
新型コロナウイルスのまん延防止を図るために当該変更を行う必要性が高く，当該医療機関の診
療実績等に鑑みて医療法に規定する各種義務が履行されることが明らかであると都道府県知事等
が認めた場合には，医療法第７条第２項に規定する都道府県知事等による許可については事後に
行って差し支えないこと。ただし，この場合においても可能な限り速やかに許可申請等の手続を
行うものとすること。

　（問16） 　病院の診察室の外に「帰国者・接触者外来」を設置するに当たって必要な経費の補助はあります
か。（新規）

　　（答） 　「新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について」（令和２年２月１日厚生労働省医
政局地域医療計画課ほか事務連絡）に基づき設置された「帰国者・接触者相談センター」及びこれ
に準じて新型コロナウイルス感染症に対応するために新たに設置した相談窓口に限り，保健衛生施
設等設備整備費補助金により感染症外来協力医療機関に対して補助する設備と同等の設備を補助す
ることとします。詳細は，「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」（令和２年２月
６日・厚生労働省発健 0206 第８号）をご参照ください。

＜実際の運用に関する質問＞
　（問17） 　疑い例に該当した方が「帰国者・接触者外来」を受診する際，付き添いの方も「帰国者・接触者

外来」に一緒に入ってよいでしょうか。「帰国者・接触者外来」に一緒に入った時点で，付き添っ
た方も接触歴があると判断するのでしょうか。

　　（答） 　「帰国者・接触者外来」では，疑い例の方がほかの疾患の患者と接触しないように，なるべく動
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線を分けるといった対応を行っているため，付き添いが必要な場合などを除き，原則，付き添いの
方は「帰国者・接触者外来」に入るのは避けてください。なお，当該患者が新型コロナウイルス感
染症と診断された場合，付き添いの方が患者と同居又は長時間の接触がある場合等は，発熱等の症
状がなくても濃厚接触者として 14 日間の健康観察対象になります。

　（問18）　新型コロナウイルス感染が疑われる方の家族に対して，伝えておく注意点はありますか。
　　（答）　「家庭内でご注意頂きたいこと～８つのポイント～」（別添２）をご参照下さい。

　（問19） 　基礎疾患がある方，あるいは妊産婦・小児の新型コロナウイルス感染症患者を診察する上で，個々
の疾患に対する特別な対応，あるいは医療従事者の感染対策についての留意点はありますか。（新規）

　　（答） 　糖尿病，心不全，呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方，免疫抑制剤や抗がん剤等を用
いている方，透析患者及び妊産婦等では，新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとされてい
ます。関連学会から上記について示されていますので，それらを参照してください。

　　　　○日本プライマリ・ケア連合学会
　　　　　https://www.primary-care.or.jp/imp_news/20200311.html

　　　　○心臓病患者に関する留意点
　　　　・日本循環器学会　心臓病患者の新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ
　　　　　http://www.j-circ.or.jp/

　　　　○気管支喘息患者に関する留意点
　　　　・ 日本アレルギー学会　新型コロナウイルス感染における気管支喘息患者への対応Ｑ＆Ａ   

  （医療従事者向け）
　　　　　https://www.jsaweb.jp/modules/important_list/index.php?content_id-=1

　　　　○糖尿病患者に関する留意点
　　　　・日本糖尿病学会　新型コロナウイルス（COVID-19）への対応について（Ｑ＆Ａ）
　　　　　http://www.jds.or.jp/

　　　　○透析患者に関する留意点
　　　　・日本腎臓学会　透析患者診療における新型コロナウイルス感染症について
　　　　　https://www.jsn.or.jp/
　　　　・日本透析医学会　新型コロナウィルス感染症に対応した医療体制について
　　　　　https://www.jsdt.or.jp/
　　　　・日本透析医会　新型コロナウィルス感染症に対応した医療体制について
　　　　　http://www.touseki-ikai.or.jp/

　　　　○リウマチ，膠原病患者に関する留意点
　　　　・日本リウマチ学会　新型コロナウイルス（COVID-19）への対応について
　　　　　https://www.ryumachi-jp.com/information/
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　　　　○がん患者に関する留意点
　　　　・日本癌治療学会　新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についてのＱ＆Ａ
　　　　　http://www.jsco.or.jp/jpn/index/list/cid/0
　　　　・日本臨床腫瘍学会　新型コロナウイルス感染におけるがん患者への対応Ｑ＆Ａ
　　　　　https://www.jsmo.or.jp/

　　　　○脳卒中患者に関する留意点
　　　　・日本脳卒中協会　脳卒中患者さんのための情報
　　　　　　http://www.jsa-web.org/

　　　　○妊婦，授乳婦に関する留意点
　　　　・日本産科婦人科学会　妊婦・産褥婦の新型コロナウイルスの感染予防対策について
　　　　　http://www.jsog.or.jp/modules/news_ ｍ /index.php?cat_id=7

　　　　○小児患者に関する留意点
　　　　・日本小児科学会　新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ
　　　　　http://www.jpeds.or.jp/

　（問20） 　「職場から，PCR 検査を行って陰性証明を出すように求められているので，対応してほしい」と
の要望が住民からあった場合，どのように対応すればよいでしょうか。（新規）

　　（答） 　PCR検査は，医師が診療のために必要と判断した場合，又は，公衆衛生上の観点から自治体が
必要と判断した場合に行われるものです。その趣旨を丁寧にお伝えいただくとともに，それ以外の
者については PCR検査をしないことから各種証明は行うことができない旨を説明してください。

　（問21） 　「帰国者・接触者外来」を設置しない医療機関に「相談の目安」に該当する方から電話があった
場合は，どのように対応したらいいですか。

　　（答） 　基礎疾患等があるため普段から当該医療機関を受診されている方が，「相談の目安」に該当する
との電話があった際には，電話内容から当該症状が基礎疾患によるものを疑う場合には，感染予防
策を行い，通常の診療を行ってください。なお，電話内容や診察内容から新型コロナウイルス感染
症を疑う場合には，「帰国者・接触者相談センター」を案内してください。

　　　　 　当該医療機関を受診したことのない方から電話があった際は，その方が相談の目安に該当するか
どうかを確認し，該当する場合は「帰国者・接触者相談センター」を案内してください。他の疾患
の可能性が高いと当該医療機関の医師が判断した場合は，当該医療機関における感染予防策の可否
を踏まえて対応してください。

　（問22） 　「帰国者・接触者外来」を設置しない医療機関に発熱，呼吸器症状を有する者が来院した場合，
どのように対応したらいいですか。

　　（答） 　まずは，受診者にマスクを着用させるとともに，診察する側の医療関係者も感染防止に努めてか
ら診察等を行ってください。診察の結果，受診者が相談の目安に該当するかを確認してください。
相談の目安に該当する場合は，その受診者へ「帰国者・接触者相談センター」に連絡の上で，「帰国者・
接触者外来」を受診することを案内してください。
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　（問23） 　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大
防止策，医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡）の３．（２）にある「新型コロナウイルス感染症が疑われる方の外来診療
を原則として行わないこととする医療機関」では，感染防御策は不要ですか。（新規）

　　（答） 　一般の医療機関においても，自覚症状のない新型コロナウイルス感染症患者が受診する可能性が
あるため，全ての診療において，標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹
底してください。詳しくは「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点につい
て」（令和２年３月 11 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）をご参照く
ださい。

３．入院診療体制について

＜基本的な事項に関する質問＞
　（問１） 　感染症指定医療機関以外での入院患者の受入れを行う場合，感染予防策として，どの程度の対策

が必要になるのですか。また，多床室で受入れざるを得ない場合，病床ごとの距離はありますか。
　　（答） 　感染症指定医療機関以外で入院患者の受入れを行う場合，「新型コロナウイルス感染症患者等の

入院病床の確保について（依頼）」（令和２年２月９日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）で
お示ししているとおり，個室に入院させることが望ましいと考えられます。ただし，新型コロナウ
イルス感染症の診断が確定している場合には，同疾患と確定している複数の患者を同一の病室で治
療することは差し支えありません。いずれの場合も病室に陰圧機能は必須ではありません。また，
ポータブルトイレ等の使用により新型コロナウイルス感染症の入院患者が使用するトイレが他の患
者等と共同使用とならないように留意してください。多床室での管理において，病床と病床の間の
距離に特別な指定はありません。入院患者には適切な装着方法でのマスクの使用と手指衛生の徹底
を説明してください。

　（問２） 　新型コロナウイルス感染症の入院患者を診療する場合の標準的な予防策は，サージカル，ゴーグ
ル，手袋でよいですか。「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第２版）」

（2020 年３月２日日本環境感染学会）によると，エアロゾル発生手技を行う際は，N95，ゴーグル，
手袋，ガウンとありますが，サージカルと N95 の使い分けは，エアロゾル発生手技の有無により
判断することでよいですか。クルーズ船での対応のように，院内で防護服を使用する必要はありま
すか。

　　（答） 　新型コロナウイルス感染症の入院患者を診療する場合は，標準予防策に加えて飛沫予防策及び接
触予防策を行ってください。標準予防策としては，サージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹
底してください。

　　　　 　同患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する際には，それに加えて，眼の防護具（ゴーグルまたはフェ
イスシールド），ガウン及び手袋を装着してください。

　　　　 　また，同患者に対して，エアロゾルが発生する可能性のある手技（例えば気道吸引，下気道検体
採取等）を実施する場合は，N95 マスク（またはDS2 など，それに準ずるマスク），眼の防護具（ゴー
グルまたはフェイスシールド），ガウン及び手袋を装着してください。

　　　　 　再使用可能な眼の防護具は使用後に消毒用アルコール又は 0.05％次亜塩素酸ナトリウムによる消
毒をおこなってください。クルーズ船での対応のような特殊な場合を除いて，院内で全身を覆う着
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衣の着用は必須ではありません。

　（問３） 　病床が陰圧でない場合，空調，換気面で配慮すべき事項はありますか。「エンビラ（高性能空気
清浄機）」が必要となりますか。

　　（答） 　「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第２．１版）」（2020 年３月 10 日
日本環境感染学会）によると，感染確定例や疑い例の陰圧室での対応が難しい場合は，通常の個室
で管理し室内の換気を適切に行います。換気の回数は少なくとも６回 /時以上行うことが望ましい
と考えられます。」と記載されています。エンビラや空気清浄機については必須ではありません。
なお，エアロゾル発生手技を行った後は，特に外気との換気を十分に行ってください。

　（問４） 　医療従事者の体制上，一般の患者と新型コロナウイルス感染症の患者を兼任で対応することとな
りますが，可能ですか。

　　（答） 　基本は患者に対応する医療従事者を分けることが望ましいと考えます。しかし，体制上困難な場
合，一般の患者と動線を分けて対応し，新型コロナウイルス感染症の患者へ接触する前後の手指消
毒，ガウンの交換等の感染予防策を徹底してください。

　（問５） 　一般の患者と新型コロナウイルス感染症患者を同一のフロアで入院診療を行う場合，どの程度の
距離をとるべきでしょうか。また，その際の感染対策，動線などの留意点を示してください。

　　（答） 　同一のフロアで入院診療を行う場合，一般の患者と新型コロナウイルス感染症の患者で病室を分
けるようにしてください。それぞれの病室が壁により区画されている環境であれば，一般の患者と
新型コロナウイルス感染症の病室との病室が隣り合っていても問題はありません。ただし，時間的・
空間的な配慮により一般の患者と新型コロナウイルス感染症の動線が重ならないように十分注意し
てください。また，患者又は関係者が病室の出入りをする場合には，手指衛生を必ず実施するよう
指導を行ってください。ポータブルトイレの使用等により，一般患者のトイレを新型コロナウイル
ス感染症の患者が共用しないようにしてください。なお，新型コロナウイルス感染症患者への対応
を行った医療従事者は，濃厚接触者に該当するかに関わらず，毎日検温を実施し，自身の健康管理
を強化してください。

　（問６） 　新型コロナウイルス感染症患者用病床を高層階にせざるを得ない場合，１Ｆから病床まで移動距
離が長くなりますが，入院時の消毒等の留意事項について示してください。また，エレベーターを
使用する際は，一般の患者と新型コロナウイルス感染症患者とで分ける必要はありますか。

　　（答） 　病床まで移動距離がある場合でも同様に，患者と直接接触した箇所や体液等が付着した恐れがあ
る箇所については，アルコール又は 0.05％次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で消毒を行ってくださ
い。上記の環境清掃・消毒を行う者についても適切な感染防護策を実施してください。また移動に
際して使用するエレベーター等についても同様の消毒を行ってください。

　　　　 　可能であれば，エレベーターは一般の患者と新型コロナウイルス感染症患者とで分けてください。
困難な場合は，

　　　　・新型コロナウイルス感染症患者がエレベーターを使用する際，一般の患者を同乗させないこと
　　　　・ 新型コロナウイルス感染症患者がエレベーターの周囲を触らないように，医療従事者が同乗する

こと
　　　　・新型コロナウイルス感染症患者が触れたところは消毒を行う
　　　　などの対策を行ってください。
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＜体制に関する質問＞
　（問７） 　現時点においては感染症指定医療機関を中心に入院患者を診療することとしていますが，今後パ

ンデミックとなった場合に必要とされる病床数は，どのように推計すればよいでしょうか。（新規）
　　（答） 　「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について（依

頼）」（令和２年３月６日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）において，
医療需要の目安としてご活用いただくためにピーク時の外来受診患者数，入院治療が必要な患者数，
重症者数の計算方法等を示しています。都道府県においては，当該計算式等を用いて患者推計値を
算出して頂くとともに，推計値を参考に，特に重症者に対する病床の確保について検討をお願いし
ます。必要病床数等の確保の考え方については，「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増
えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について」（令和２年３月 19 日厚生労働省新型コロナ
ウイルス感染症対策推進本部事務連絡）別添をご参照ください。

　（問８） 　新型コロナウイルス感染症患者であって妊産婦である方の受入体制はどのように協議を行えばよ
いでしょうか。

　　（答） 　周産期医療については，平時から，一般医療機関，地域周産期母子医療センター，総合周産期母
子医療センターでの連携を図っているところです。また，都道府県においては，関係行政機関，医
療関係団体等が参画する周産期協議会を設置して，地域の周産期医療の充実を図ることとなってい
ます。

　　　　 　このような既存の周産期協議会等を活用し，新型コロナウイルスに感染した妊婦に対する対応に
ついて，新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会とも連携しながら，妊産婦の病状（重症
度，合併症の有無，妊娠週数等）や新型コロナ感染症の感染の有無を考慮した適切な周産期医療体
制（受け入れ医療機関の設定や輪番の構築等の具体的な受入体制を含む）について，地域の実情を
加味しながら早急にご検討ください。

　（問９） 　新型コロナウイルス感染症患者であって小児である方の受入体制はどのように確保すればよいで
しょうか。

　　（答） 　新型コロナウイルス感染症は小児については重症化しやすいという報告はありませんが，重症化
した場合に小児医療の体制が整った医療機関に受け入れてもらえるよう，地域の小児医療関係者と
協議を行っていただきたいと考えております。加えて，基礎疾患を有する小児の治療が必要な場合
についてもご検討ください。

４．その他

　（問１） 　保育所や学校，社会福祉施設等に通っている子どもや児童生徒，利用者等の感染が疑われる場合，
どの様に対応すればよいでしょうか。

　　（答） 　施設の職員や教職員等は，保育所や学校，社会福祉施設等で感染が疑われる子どもや児童生徒，
利用者等がいた場合，速やかにその旨を本人又は保護者へ，他人との接触を避け，マスクを着用し，
最寄りの「帰国者・接触者相談センター」へ電話相談するように説明してください。詳しくは下記
の対応についての事務連絡をご参照ください。
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　　　　（参考）
　　　　「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について」
　　　　（令和２年２月 18 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）
　　　　https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000598105.pdf

　　　　「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」
　　　　（令和２年２月 18 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）
　　　　https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000598104.pdf

　　　　「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」
　　　　（令和２年２月 18 日文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）
　　　　https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_kouhou02-000004520_2.pdf

　　　　「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について」
　　　　（令和２年２月 18 日文部科学省総合教育局生涯学習推進課事務連絡）
　　　　https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf

　（問２） 　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大
防止策，医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡）の５．にある「新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会」の開
催形式について，どのような形式がありますか。（新規）

　　（答） 　新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の開催様式は，対面形式にこだわることなく，
オンライン等を使用し，できる限り頻繁に開催でき，かつ，参加者の負担とならないような形式と
してください。

　（問３） 　新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会は都道府県単位ではなく，二次医療圏単位で
行ってもいいでしょうか。（新規）

　　（答） 　必ず都道府県単位で行ってください。その上で，各地域の状況に合わせて，二次医療圏単位で行
うことは差し支えありません。ただし，二次医療圏単位で検討した場合は，その検討内容を都道府
県と共有してください。

　（問４） 　新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置に当たって，事務連絡内の例示のほかに
どのような関係者に参加いただくことが考えられますか。（新規）

　　（答） 　都道府県歯科医師会や都道府県臨床検査技師会，専門家については感染症の専門家のほかに，重
症化するリスクが高いとされる基礎疾患等を有する方が感染した際の基礎疾患の治療の検討のため
に，他の疾患の専門家や周産期・小児医療の専門家等に参加を求めることが考えられます。
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　（問５） 　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大
防止策，医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡）の６．では，

　　　　・外来診療体制の移行（一般の医療機関で外来診療を行う場合）
　　　　・ 入院医療体制の移行（医学的に症状が軽い方等を自宅療養とする場合）
　　　　を行う場合には，厚生労働省に相談することとされています。
　　　　　具体的には，どこに連絡すればよいですか。（新規）
　　（答）　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の医療体制班まで，ご連絡ください。

　（問６） 　各対策の移行の際の厚生労働省への相談に当たって，何か報告が必要な事項はありますか。（新規）
　　（答） 　各対策の移行は，基本的には，都道府県のご判断による行われるべきものですが，厚生労働省と

しても，移行に当たっての準備状況等を確認・共有させていただきたく思います。このため，例え
ば，次のような事項の報告をお願いします。

　　　　　（１）　外来診療体制の移行（一般の医療機関で外来診療を行う場合）
　　　　　　Ａ）移行範囲・地域
　　　　　　Ｂ）移行予定時期
　　　　　　Ｃ）疑い患者を診察しない予定の医療機関の範囲・考え方
　　　　　　Ｄ）一般の医療機関に対する感染防止対策に関する周知の方法
　　　　　　Ｅ）広報の予定・方法等
　　　　　（２）　入院医療体制の移行（医学的に症状が軽い方等を自宅療養とする場合）
　　　　　　Ａ）移行範囲・地域
　　　　　　Ｂ）移行予定時期
　　　　　　Ｃ）今後の病床確保に向けた議論の状況
　　　　　　　　 （「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の

整備について」（令和２年３月 19 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事
務連絡）別添を踏まえた議論の状況）

　　　　　　Ｄ）広報の予定・方法等



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 85 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 86 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 87 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 88 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 89 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 90 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 91 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 92 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 93 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 94 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 95 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 96 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 97 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 98 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 99 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 100 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 101 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 102 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 103 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 104 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 105 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 106 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 107 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 108 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 109 ）



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録（ 110 ）

新型コロナウイルス感染症対策　～京都府医師会での対応～

  2020 年３月 31 日
  京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム

１．はじめに

　新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）が国内で発生して以来，京都府医師会（府医）におい
ては会員各位の日常診療への影響が最小限となるよう，行政や関係各機関との調整や会議を重ねてきた。会
員への情報提供については可及的速やかにと努めているところである。2020 年１月以降３月末日までのこ
の３か月間の府医の対応と活動について，これまでの経緯を含めて述べる。
　３月末現在，まだ先が見えない流行状況であり，COVID-19 対策も連日のように厚生労働省（厚労省）
と日本医師会（日医）から新たな方策とその通知が数多く発出されており，また衛生資材が不足する中での
診療を行う会員の不安はまだまだ大きい。少しでも会員の不安や混乱が解消できるよう努力を惜しまないと
ころである。
　なお，本文中に記載されている数値や，対応策等は，３月 31 日時点でのものであり，今後の患者発生動
向により変化することを予めお断りしておく。

２．COVID-19 の流行とその対策の経緯

　2019 年 12 月 12 日から 29 日までに中華人民共和国（以下，中国）湖北省武漢市において，原因不明の肺
炎患者が多発しているとの情報が確認された。当初，SARS あるいはMERS かと推測されていたが，12 月
に中国からそれらのウイルスではない新しいコロナウイルスであることが判明したと報告され，年明けの１
月９日にWHOから正式に発表された。その後，この新型コロナウイルスはWHOにより「COVID-19」
と命名された。翌１月 10 日には「中国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内
感染対策」が国立感染症研究所感染症疫学センターと国立国際医療研究センター国際感染症センターから発
出された。ここで記載された内容（疑い例のスクリーニング，定義，感染対策，検査や対応の流れ等）はそ
の後のCOVID-19 対策の基礎となった。
　１月 25 日に COVID-19 を「指定感染症」とすることが閣議決定され，施行は当初より早めて２月１日
となった。日本国内での SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出（以下，PCR検査）陽性者の１例
目が１月 15 日に判明して以降，徐々に陽性者数が増えた。同時に中国湖北省滞在の日本人の帰国希望者を
日本政府のチャーター便で帰国させた。
　２月１日に厚労省から，COVID-19 流行に対応した医療体制として，各都道府県，政令市に「帰国者・
接触者相談センター」および「帰国者・接触者外来」の設置に関する通知が発出され，京都府・京都市もこ
れらの設置を行い，対応することになった（ここでの問題点は後述）。
　２月 25 日に政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」によって「新型コロナウイルス感染症対策の
基本方針」が決定された。今後，感染の流行を早期に終息させるためには，患者集団（クラスター）が次の
クラスターを生み出すことを防止することが極めて重要であることがこの基本方針で示され，同日，クラス
ター対策のため，国内の専門家で構成される「クラスター対策班」が設置され，クラスターが発生した自治
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体と連携して，クラスター発生の早期探知，専門家チームの派遣，データの収集分析と対応策の検討などを
行っていくこととなった。また，「風邪症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続いている（高齢者や基礎疾患
などのある者は２日程度）」，「倦怠感や呼吸困難がある」場合に帰国者・接触者相談センターに相談し，４
日以内で特に症状の強くない者は自宅待機とすることが一般市民に向けて発せられた。
　２月 28 日には政府より全国の小中高校の一斉休校の要請が出され，都道府県・市町村での対応は一律で
はなかったが，ほとんどの学校で休校が春休みまで実施された。
　３月６日から需要が増大するであろう PCR検査が保険適用となった。それまで行政検査として行われて
きたが，保険適用検査も行政検査に準じた扱いとなり，都道府県と契約を締結した医療機関（原則，帰国者・
接触者外来のある医療機関）で行われる。言い換えれば診療所をはじめ一般医療機関で検体採取した PCR
検査は，すべて行政検査で行われ，保険適用とはならない。
　全国的に医療機関でのマスクやアルコール消毒液の不足が深刻となり，同時に受診者が後日COVID-19
陽性と判明した際にその医療機関が自主休診をするケースが増えてきた。厚労省と日医の通達では，診察時
にサージカルマスクと手指消毒の標準予防策を講じている，インフルエンザ等の鼻腔・咽頭からの検体採取
の際に標準予防策に加えて手袋・ガウン・アイシールド装着をしていれば濃厚接触者と扱われないことが示
されたが，衛生資材不足の中での検体採取は濃厚接触者となるため，日医からはインフルエンザ等の検体採
取は可能な限り実施せずに臨床診断で投薬することを検討するように，との通知が出された。これを受けて
府医では，PCR検査のための検体採取はN95 マスク装着が必要であり，一般診療所での検体採取はほぼ不
可能であるため実施しないことおよび先のインフルエンザ等の迅速検査もできる限り実施しないで診療を行
うことを会員にお願いした。
　WHOは，３月 12 日に COVID-19 の流行はパンデミックの状況にあると宣言し，その後も欧米諸国で
急速な感染者の増加があり，特にイタリア，スペインなどでは爆発的患者増加（オーバーシュート）が発生
し医療崩壊が起こり始めた。
　３月 28 日に，政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対
処方針」を決定し，安倍首相が会見を行った。
　国内の発生状況は，３月末の段階ではまだ緩やかな増加で抑えられている。当初は中国からの帰国者や旅
行客関連での陽性者が大半を占めており，蔓延防止を目的とした濃厚接触者への積極的疫学的調査による陽
性者の増加に加えて，大阪のライブハウスなどのクラスター発生からさらに感染増加が見られたが，直近で
は海外からの帰国者による持ち込みの増加と同時に，感染経路の追えない感染者が増えてきた。その後３月
20 日～ 22 日の連休で大阪府と兵庫県による移動自粛の呼びかけ，25 日から連日のように患者数が増えてき
た東京都の外出自粛と周辺県との往来自粛の呼びかけが行われた。
　３月 31 日の時点での国内発生（クルーズ船を除く，国内事例＋空港検疫＋チャーター便帰国者事例）は，
PCR陽性者 1,953 例（国内 1,887；空港 51；チャーター便 15，PCR検査実施人数 32,497）であるが，入院
の内訳は，軽症～中等症 765 例，人工呼吸器 /集中治療室 59 例，死亡者 56 例，退院した者は 424 例である。
これまでの水際対策，蔓延防止，医療提供等を講じて，引き続き持ちこたえているものの，一部の地域で感
染拡大がみられ，今後感染源のわからない患者数が継続的に増加し，こういった地域が全国に拡大すると，
どこかの地域を発端としてオーバーシュートに繋がりかねない。
　京都府内での感染者は，１月 30 日に PCR検査を実施した陽性者が第１例目となり，２月１日に感染症
指定医療機関に入院措置となった。その後，京都府内での陽性者数は３月 26 日時点で 34 例（京都市 23 例）
であるが，感染経路は，当初は中国関連であり，３例目以降は大阪市内のライブハウス参加者関連が主体，
３月は海外からの帰国者で海外からの持ち込みであったが，感染経路が不明な陽性者が増えてきた。３月
29 日にヨーロッパから帰国した大学生らの感染者から京都府で初めてのクラスター発生が起こった。
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３．府医の対応

（１）京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チームの発足
　１月から厚労省と日医から次々と発出される文書，通達などの対応は，府医感染症担当理事および事務局
地域医療３課で行っていた。その後，発出文書が増えたこと，日々状況が変わりつつある中で，会員への情
報提供・行政との会議・府医としての方針決定等に少人数では対応しきれないため，２月７日に松井府医会
長の指示のもと「京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム」（以下，コロナチーム）が発足した。
当初は，会長，三副会長，庶務担当理事，感染症担当理事，事務局（局長，次長，課長）で構成したが，そ
の後の多岐にわたる対応が求められたため，広報担当，保険医療担当，救急医療担当の各理事が加わった。

（２）会議等
①　府医
　１月 25 日の参与会で，京都府からCOVID-19 の状況と今後の対応策について説明がなされたことを皮
切りに，一覧表の如く，種々の行政や関係機関等との会議が開催され，その都度新たな対応策はコロナチー
ムで協議した。
　コロナチームは，毎週木曜日の定例理事会後の時間帯以外にも必要に応じて招集されて会議（コロナチー
ム会議）を開催した。日医からの通知や，政府の方針などの発表をどのように会員に伝えるか，各種の会議
などで出てきた諸問題に関して府医としての方針を決める，会員へのＱ＆Ａの検討等の意見交換をしている。
また，府医主催あるいは共催の研修会や常任委員会（感染症対策委員会を除く）の中止あるいは延期につい
てもコロナチーム会議で検討し決定した。府医の会議では，定例理事会，総務部会，保険医療部会，地域医
療部会，学術・会員業務部会等の部会は継続開催している。なお常任委員会では担当理事が協議の必要があ
ると判断した委員会は開催している。２月６日に地区医感染症担当理事連絡協議会，３月 25 日には地区庶
務担当理事・感染症担当理事合同連絡協議会を開催し，地区医との情報共有の再確認をした。
　２月 11 日に会員および会員医療機関従事者向けの「新型コロナウイルス感染症対策説明会」を府医会館（３
階会議室；２階会議室に同時配信）で開催し，京都市立病院の清水感染症内科部長と京都府健康福祉部の松
村部長からCOVID-19 に係る講演を行った。この説明会は府医ホームページで動画配信した（京都府から
の説明は情報が変化するので割愛）。
　京都市急病診療所での診療についてもコロナチームで協議した。内科医会，小児科医会からの承諾を得た
結果，内科診療については別紙の対応とした。また小児科は，診察医がマスク・ガウン・アイシールドをす
ることで診療は継続し，インフルエンザ等の検体採取は別室で行うこととした。内科では，軽症の有熱者の
受診が減り，全体的に受診者数も減った。

②　行政等
　京都府，京都市，府医の三者の会議（新型コロナウイルス感染症調整会議等）を数回開催した。帰国者・
接触者相談センターにおける対応の拙さ，画一的な対応，疑わしい患者を PCR検査に結びつけることがで
きない，特にインフルエンザ等の迅速検査の実施や一般診療所ではできないCT検査を要求あるいはCT
検査のできる病院へ紹介することを求められる等々，多くの会員からの不満の声が多数府医に寄せられた。
PCR検査は行政検査であり，帰国者・接触者外来で実施されることが基本である。２月３日の打合せ段階で，
帰国者・接触者外来における PCR検査を行う判断基準として，インフルエンザ等の検査が陰性，CTで肺
炎像があること等を申し合わせた。しかしこれらの帰国者・接触者外来での判断基準が，相談センターにお
いて，帰国者・接触者外来に繋げるための条件として取り扱われるという行き違いがあった。その後の会議
で府医から再三にわたり PCR検査の基準についての確認を行い，相談窓口から帰国者・接触者外来へ繋げ
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るための対応の統一と，窓口の担当者による丁寧な応対をするよう申し入れた。特に，医師が必要と認めた
患者での PCR検査をスムーズに行うために，その医師から相談センターである保健所（京都市は医療衛生
センター）に連絡をする場合は，医師の判断を尊重して帰国者・接触者外来に確実に繋げるように，と要請
を行ってきた。
　厚労省から各都道府県に対して対策協議会設置の要請があり，これを受けて「京都府新型コロナウイルス
感染症対策協議会」が設置され，３月９日に第１回が開催された。私病協，府病協，府医，府歯科医師会，
府薬剤師会，府看護協会，市立病院，府立医大，京大，府市長会，府町村会，京都市，京都府が参加し，特
に患者が増加した際の医療体制についての意見交換を行っている。
　３月 27 日に「京都府新型コロナウイルス感染症『入院医療コントロールセンター』会議」の第１回が開
催され，患者増加時の入院受入体制など協議を始めた。
　行政が参加する各種の会の多くは京都府健康福祉部が主導していたが，３月 30 日には京都府の内部の会
議（京都府知事が主導）であった「京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議」に府医と京都市が参加
するようになり，府医からは松井府医会長が出席している。

③　日医
　日医は，すべての都道府県医とCOVID-19 対策を協議・意見交換する場として，「都道府県医師会新型
コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会」を設置し，２月 21 日に第１回を開催した。会議は双方向の
TV会議システムで行われる。各都道府県医から問題点，要望，取組み状況などが出され，質問に対する回
答や受け取った要望はその後の日医からの発出文書に活かされた。第２回以降，毎週金曜日の夕方に開催さ
れ，４月の第９回まで予定されている。

（３）衛生資材
　１月に中国人観光客が日本でマスク等を爆買いしたこと，同時に日本のマスクの約７割が中国に生産を依
存していたことでマスクの輸入ができなくなったこと，２月以降に一般市民の不安でマスクや手指消毒薬の
購入が増えたこと，花粉症のシーズンでのマスク購入が増えたこと等の理由で，日本の市場におけるマスク
等の衛生資材の在庫量が激減し，医療機関への供給も不足してきた。感染予防策を講じることができなけれ
ば，医療従事者が感染することに繋がる。１月の時点で衛生資材の確保が，日医から厚労省へ要望が出され
ていた。
　マスクは，３月 13 日時点で，府医の在庫 9,850 枚，京都府 10,000 枚，京都市 10,000 枚，閉院された会員
からの提供 3,200 枚の総数 332,050 枚のうち，京都市急病診と看護学校等への配布を除く 32,450 枚（649 箱）
を 16 日に地区医へ配布した。各地区医のＡ会員数で均等割した配布枚数とした。
　３月中旬には，京都府から感染症指定病院と救急告示病院にマスク総枚数約 45 万枚が配布された。ま
た国が一括購入した 1,500 万枚のうち，京都府には３月下旬に 26 万枚が配分され，このうち京都府から
感染症指定病院，救急告示病院を除く病院に各 1,000 枚に送付され，府医には厚労省から３月 30 日に直接
84,000 枚が送付されてきた。府医に送付されたものを会員数から試算して配布数を決めて４月上旬には地区
医へ配布予定である。
　一方，手指消毒用のアルコールに関しては，国から一斗缶で送られてきたため，その分配方法について京
都府にて検討中である。地区医によっては，地区医でアルコールを購入して会員に分配しているところが
あると聞き及んでいる。国からの分とは別で京都府独自で確保した手指消毒用エタノール 500ml ボトル 960
本が府医会員へ配分するために送付されてくる予定（感染症指定病院等については京都府にて別途対応）で
あるが，コロナチームで配布方法を検討している。
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（４）健診などへの対応
　COVID-19 の流行が続く中で，一定空間に人が集まることを避けるために，がん検診などの各種検診事
業については，４月は実施しないことをコロナチーム会議，地域医療部会，定例理事会で協議し，行政へそ
の旨を伝えた。
　保健所（京都市は保健センター）で実施される乳幼児健診について，京都府，京都市とで協議した。府医
からは，出務する医師の感染を防ぐために標準予防策としての衛生資材の提供が必須であることを申し入れ
た。４月の健診を延期できるかどうか，受検者と保護者の動線の工夫などの意見交換を行った。府医の乳幼
児保健委員会を４月 14 日に開催し乳幼児健診のあり方について，改めて協議することになっている。
　学校については，春休みまでの一斉休校のあと，３月 31 日現在，春休み終了後に再開される予定になっ
ている。学校における健診は，学校保健安全法上６月下旬までに済ませねばならないが，COVID-19 の流
行状況から出務する学校医（内科校医，眼科校医，耳鼻咽喉科校医，歯科校医，学校薬剤師）への感染予防
策の徹底が必要であることから，４月からの健診体制が明らかではない状況での実施は難しいとコロナチー
ムで考え，京都市学校医会，京都府教育委員会，京都市教育委員会に申し入れを行った。この件に関して，
４月７日に学校保健関連団体新型コロナウイルス感染症対策連絡協議会を関係諸団体の参加を得て開催し協
議する予定である。
　府医の常任委員会を含めて合議体の会議を中止あるいは延期しているところであるが，各地域で開催され
る介護認定審査会については，厚労省からの臨時的な取り扱いの通知の中で，ICTなどの活用によって合
議する環境が整えば特定会場に集まる必要はないとされていることを受けて，FAX等を使った書面で意見
提出をすれば合議体に出席したものと取り扱うことになり，３月 25 日から適用された。京都市では，オン
ライン等の ICTで合議ができる環境は整っていないためである。府医から京都府に対しても特定の場所に
人が集まらないことを配慮するよう申し入れを行った。また，京都市障害者区分判定会議も介護認定審査会
と同じく，FAX審査となる予定である。出務医師の数は内科，小児科，精神科，整形外科の計 40 名程度と，
介護認定審査会の１/５ほどであるが，開始は４月 15 日以降となる。

（５）広報
①　メール，FAX情報等
　厚労省の通知は，原則として日医を通じて会員への周知を依頼する形で各都道府県医に届くが，この通知
が１月から連日のように届いており，その都度，府医会員メーリングリスト（府医ML）と FAX情報およ
び地区医事務局に配信する形で周知に取組んでいた。しかしながら，この情報はすべての会員への周知には
至っておらず，地区によっては，全く会員へ連絡されていないところもあることが判明した。これは，連絡
方法だけの問題ではなく，情報量が多く連日のように発出される文書をそのまま流していたため，地区医で
も対応に苦慮されたようである。
　メールでの情報の改善のため，会員に府医MLに参加していただくよう案内を出し，またメールアドレ
スの再登録（アドレス変更された方や，パソコン以外のスマホでのアドレス登録）をしていただいたところ，
新規の府医ML会員が増えた。また，地区医へは事務局に加え，感染症担当理事と参与（地区医会長）に
送ることとした。
　また情報の内容によっては，かえって会員が混乱する恐れのあるもの等，コロナチーム内で情報の整理を
行うことにしている。
　なお FAX情報は，パソコンやスマートフォンなどでメール送受信されない会員を含めて FAXの登録者
には送信を継続している。



令和 ２年 ４月 15 日　　　　２171 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 115 ）

②　府医ホームページ等
　府医のホームページ（府医HP）上で，「お知らせ欄」にはCOVID-19 に関する最新情報を掲載し，また
会員向け「新型コロナウイルス関連特設サイト」と一般市民向け「府民のみなさまへ（新型コロナ関連）の
バナーを作成して，各々でCOVID-19 関連の資料，文書，チラシ，ポスターなどを掲載し，ダウンロード
して活用していただくことが可能になっている。新たな情報に改訂された際には直ちに置き換えている。ま
た，後述するCOVID-19 に関するＱ＆Ａ，そのVol．２，およびVol．２追補版も閲覧できるほか，「新型
コロナウイルス関連お問い合わせフォーム」をつくり，ここから会員が質問できるように工夫した。寄せら
れた質問には，感染症対策担当理事をはじめとするコロナチームで作成した回答案に検討を加えた上で，順
次回答メールを送っている。
　ただし，厚労省，日医，京都府，京都市からの情報発信が，夜遅くに行われることが多く，情報を受け取
り会員へ周知することが，マスコミ等に比べると発出するタイミングが少し遅れることはいたし方のない処
ではあるが，できる限り早く情報を周知できるよう努力している。
　府医HPでのこれらの情報発信について府医MLや京都医報（以下，医報）でお知らせしてから，府医
HPへのアクセス数が一気に増えている。
　さらに「急性ウイルス性呼吸器感染症発生状況マッピングシステム（京かぜマップ）」の運用も開始した。
従来からのインフルエンザ発生報告マッピングシステム（京いんふるマップ）を応用して作成したもので，
年齢層別・診断種別の回答とし，行政区・中学校区ごとに集計する。COVID-19 のみならず，今後出現す
るであろう新興感染症対策の一環としての役割が期待されるので，会員各位には積極的にご参加いただきた
いところである。

③　医報
　月に２回発行の医報では，情報の伝達が遅くなり，また発行された時点で内容が変更になっていることが
多いため，早く伝えねばならない情報は，府医ML，FAX情報，地区へのメールおよび府医HP掲載で流
さざるを得ない。ただ，医報はメールやHPに比べると，確実に会員の目に留まりやすいことが長所である。
　医報の「地域医療部通信」では，厚労省等からの通知や文書のうち，コロナチームで重要と判断したも
のを掲載して，別冊の形で医報に同封し，３月末までには第１報から第５報を会員に届けた。「帰国者・
接触者相談センター」の一般市民向けと医療機関向けの連絡先，COVID-19 関連のＱ＆Ａ（第３報），そ
のVol．２（第５報）が含まれている。また，政府の基本方針に基づいての発熱者への対応や帰国者・接
触者相談センターへの相談の目安，PCR検査への流れなどについて掲載した。なお，４月１日号にはＱ＆
ＡVol．２追補版が第６報として出されるが，これはコロナチームで校正後に直ちに府医HPに３月 23 日に
は掲載している。必要に応じて「保険医療部通信」などでもCOVID-19 に係る診療報酬の取り扱い等を掲
載している。このように医報と府医MLや府医HPを組み合わせてできる限り素早い周知を図っている。
　Ｑ＆ＡVol．２およびその追補版が公開され，また府医HPでの「新型コロナウイルス関連お問い合わせ
フォーム」の設置以降は，それまで多かった府医への電話による問い合わせが減り，会員への周知に関して
一定の効果が得られたと思われる。

④　今後の課題
　会員への周知を如何にすればさらに効率よいものになるのかは，これからも大きな課題である。府医で前
述のような取組みを行ってきたものの，メールやネットユーザーではない会員へは医報のみとなるため，迅
速な情報伝達ができていない。実際，府医ML等での情報発信した内容をそのまま電話で問い合わせてこ
られる会員が少なくない。また，地区医によって温度差があり，素早く会員へ連絡されるところと，そうで
ないところとがあることも判明した。メーリングリストの構築や，メール等を利用しない会員への情報伝達
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の方法など，地区医で再検討を行っていただければ，と思うところである。COVID-19 以外にも今後出現
する新興感染症，高病原性鳥インフルエンザなどへの対応は，今回の教訓が活かされなければならない。

＜資料＞
＃「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部，２月 25 日）

＃ 「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大防止策，
医療提供体制）の移行について（厚労省新型コロナウイルス感染症推進本部，３月１日）

＃「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾－」   
  （新型コロナウイルス感染症対策本部，３月 10 日）

＃「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」   
  （厚労省新型コロナウイルス感染症推進本部，３月 11 日）

＃「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」   
  （新型コロナウイルス感染症対策専門家会議，３月 19 日）

＃「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についてのＱ＆Ａ（第７版）」   
  （厚労省新型コロナウイルス感染症推進本部，３月 19 日）

＃ 「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えてきたときに備えた入院医療提供体制等の整備につい
て（改訂第２版）」（厚労省新型コロナウイルス感染症推進本部，３月 26 日）

＃新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部，３月 28 日）
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会　　議 開 催 日 主 な テ ー マ 参　　加

冬の参与会 １月25日（土） 新型コロナウイルス感染症の対応
（京都府） 府医，参与，京都府

京都府との打合せ １月27日（月） 現状認識と情報交換 府医，京都府

新型コロナウイルス感染症
に関する連絡会議 １月30日（木）「指定感染症」への指定について 府医，私病協，府病協，

府立医大・京都府，京都市

新型コロナウイルス感染症
医療体制打合せ ２月３日（金）

帰国者・接触者外来と帰国者・接触
者相談センターの設置，６日開催の
連絡協議会事前打合せ

府医，京都府，京都市

地区医感染症担当理事連絡
協議会 ２月６日（木） 現状報告，医療体制，

広報・マッピングシステム
府医，地区代表，感染症対策委
員会，京都府，京都市

新型コロナウイルス感染症
調整会議 ２月10日（月） PCR検査の基準 府医，京都府，京都市

府医コロナチーム会議 ２月20日（木） 府医行事中止の検討（３/７まで） 府医

新型コロナウイルス感染症
調整会議 ２月21日（金） PCR検査の要件について軌道修正 府医，京都府，京都市

第１回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

２月21日（金）
日医の対応
「ダイアモンド・プリンセス号」の
JMAT派遣

府医（日医TV会議）

新型コロナウイルス感染症
調整会議 ２月26日（水） PCR検査要件の再確認 府医，京都府，京都市

府医コロナチーム会議 ２月27日（木） ３/14 までの府医行事の中止決定 府医

新型コロナウイルス検査体
制に関する打合せ ３月５日（木） PCR検査の保険適応 府医，私病協，府病協，

京都府，京都市

府医コロナチーム会議 同上 ３/31 までの府医行事の中止決定 府医

第２回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

３月６日（金）
陽性者の多い都道府県からの報告，
PCR検査の保険適用，
PCR検査を巡る不適切事例

府医（日医TV会議）

第１回京都府新型コロナウ
イルス感染症対策協議会 ３月９日（月） 患者が増加した場合の各対策

PCR検査体制

府医，私病協，府病協，府歯科
医師会，府薬剤師会，府看護協
会，京大病院，府立医大，京都
市立病院，府市長会，府町村会，
京都府，京都市

府医コロナチーム会議 ３月10日（火） PCR検査の府医ルール設定，
Ｑ＆Ａ Vol．２校正 府医

府医コロナチーム会議 ３月12日（木） マスク配布について 府医

第３回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

３月13日（金）
３月９日の専門家会議の見解
帰国者・接触者相談センターに対す
る支援体制

府医（日医TV会議）

府医コロナチーム会議 ３月16日（月） 府医からの広報 府医
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会　　議 開 催 日 主 な テ ー マ 参　　加

新型コロナウイルス感染症
対策会議 ３月17日（火）

PCR 検査要件の確認，患者増加時
の入院・隔離の体制，医療機関休止
の扱い

府医，京都府，京都市

第４回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

３月19日（金）
地域の流行状況に応じた医療提供
体制，就業制限・休診に関する日医
の考え方，消毒液・マスク等の供給

府医（日医TV会議）

府医コロナチーム会議 同上 ４/18 までの府医行事の中止決定 府医

府医コロナチーム会議 ３月23日（月） Ｑ＆Ａ Vol．２追補版校正 府医

地区医庶務担当・感染症担
当理事合同連絡協議会 ３月25日（水）

最近の動向，広報・マッピングシス
テム，マスク配布，Ｑ＆Ａ Vol．２
追補版，質疑応答

府医，地区代表，
感染症対策委員会

第２回京都府新型コロナウ
イルス感染症対策協議会 ３月26日（木） 患者増加の際の医療体制，入院医療

コントロールセンター設置 第１回と同じ

第５回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

３月27日（金）
基本的対処方針等諮問委員会，
緊急保証制度・医療保険制度・医業
経営状況の調査依頼

府医（日医TV会議）

京都府新型コロナウイルス
感染症『入院医療コント
ロールセンター』会議

同上
受入医療機関の調整方法，
入院患者情報の共有，
受入医療機関における人的支援

府医，私病協，府病協，府立医
大・京大・第一日赤・京都医療
センター救急部，京都府，京都
市

乳幼児健診に係る協議 同上 ４月以降の保健所等での乳幼児健
診実施体制 府医，京都府，京都市

京都府新型コロナウイルス
感染症対策本部会議 ３月 30 日（月） 対策の主体が京都府健康福祉部か

ら京都府に移行 京都府，府医

第６回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

４月３日（金） 府医（日医TV会議）

学校保健関連団体新型コロ
ナウイルス感染症対策連絡
協議会

４月７日（火） 令和２年度の学校健診のあり方

府医，府教委，市教委，京都府，
京都市，府文教課，府歯科医
師会，府薬剤師会，眼科医会，
耳鼻咽喉科専門医会，京都市学
校医会

第７回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

４月10日（金） 府医（日医TV会議）

第８回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

４月17日（金） 府医（日医TV会議）

第９回都道府県医新型コロ
ナウイルス感染症担当理事
連絡協議会

４月24日（金） 府医（日医TV会議）

註：府医コロナチーム＝京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム
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京都市急病診療所　内科診療について
（令和２年３月 13 日時点）

診療の応需について

　内科でかぜ症状のある方には原則以下のような対応とします

１．電話対応
　　内科の受診について　かぜ症状や発熱がある患者さんからの電話への対応

　　�　「急病診療所は設備上，かぜ症状のある患者さん（新型コロナウイルス感染が否定できない）と他の
患者さん（例えば眼科受診の患者さん，かぜ以外の内科的疾患の患者さん）とを別の場所や距離を保っ
て診療するのが困難な状況です。京都市において新型コロナウイルス患者が発生している状況にもあり
ますので，院内での感染の防止も含めて，新型コロナウイルスの拡大を防ぐために，発熱等かぜ症状の
ある患者さんの診療を控えさせていただいています」

　　　「軽症の患者さんは自宅で安静にしていただくか，休み明けにかかりつけの医院にご相談ください」

　　�　「風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日（高齢者，糖尿病，心不全，呼吸器疾患［肺気腫，慢性気管支炎，
ぜん息等］等のある方では２日以上）継続している方，または，強いだるさや息苦しさがある方は，京
都市帰国者・接触者相談センター（075－222－3421）にご相談ください」

　　重症と判断した時には，救急医療情報センターの番号を案内する。

２．来診者への対応
　　看護師が，問診等を行います。
　　１．渡航歴のある方，濃厚接触者は，自身で相談センターに連絡してもらいます。
　　２．発熱，咳，咽頭痛などかぜ症状のある人には，看護師から，以下のような説明をします。

　　　�　「急病診療所内は設備上，かぜ症状のある患者さん（新型コロナウイルス感染の可能性を否定でき
ない）と他の患者さん（例えば眼科受診の患者さん，かぜ以外の内科的疾患の患者さん）とを距離を
保って診療することが困難な状況です。京都市において新型コロナウイルス患者が発生している状況
おいて，感染症の拡大防止，万一の院内での感染を避けるために，かぜ症状のある患者さんの診療に
ついては通常とは異なる対応（ロビーでの待機，特設の場での診療）をしております」
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状態別の対応方法

１ ．問診の結果，風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日（高齢者，糖尿病，心不全，呼吸器疾患［肺気腫，
慢性気管支炎，喘息等］のある方では２日以上）継続している方，または，強いだるさや息苦しさがある
方は，京都市帰国者・接触者センター（075－222－3421）に自身で相談するように説明します。

２．１に該当しない方への対応
　 　ロビーで，患者さんには，できるだけ距離を保って待機，また，自家用車で来院された患者には自家用
車内で待機してもらいます。診察はロビーの特設の場で行います。

　 　医師の診察に際しての予防策については，日医より令和２年３月 11 日に通知された「新型コロナウイ
ルスが疑われる者の診療に関する留意点」を基本としますが，本診療所の特性を踏まえ，より慎重な感染
予防策を実施します。

　 　診察は，アイシールド付のサージカルマスク（急病診で準備），ガウン，手袋装着の予防策を行い，看
護師が実施した問診票を確認し，問診，必要に応じて解熱剤等の処方を行う程度の対応とします。

　 　尚，感染拡大防止のために，インフルエンザ等の検体検査については原則として実施しないことにしま
す（診療所内にその旨を掲示します。また日医の通知においても，インフルエンザなどの場合には検査を
せずに臨床診断にて治療薬を処方することを検討することが記載されています）。

　 　もし，患者の鼻腔や咽頭からの検体採取を実施される場合には，眼の防護具を必ず装着し，必要と判断
される場合には，N95 マスクを使用してください。

　　診療後には，手指消毒を徹底してください。

３ ．医師が，重症（呼吸困難等）と判断した場合や肺炎が疑われる場合は，必要な処置を行い救急搬送また
は後送病院への受診とします。必要に応じて，京都市保健センターに連絡し調整を依頼します（診察され
た医師におかれましては，診療情報提供にご協力ください）。

４ ．かぜ症状以外の患者さんは，診察室で通常の診療を行います。サージカルマスクの着用と手指衛生をお
願いします。

　＊新型コロナウイルスに対する検体採取は実施できません（契約施設ではないため）。
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　標記につきまして，厚生労働省医政局経済課，同省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課，同局監視指導・
麻薬対策課の連名にて，各都道府県等衛生主管部（局）宛に事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
　現在，新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の急増により，医薬品及び医薬部外品たる手指消毒用
のエタノール（以下「手指消毒用エタノール」という。）の需給が逼迫している状況にあります。これまで，
国内の製造販売業者各社が可能な限り増産に努め，医療機関，高齢者施設等（以下「医療機関等」という。）
の必要なところに届くよう，供給の強化が進められていますが，新型コロナウイルス感染症対策を進める中，
今後，必要な手指消毒用エタノールの確保が困難な施設等があることが想定されます。
　このようなことから，手指消毒用エタノールが逼迫した需給状況を少しでも改善するため，手指消毒用エ
タノール以外の高濃度エタノール製品（以下「高濃度エタノール製品」という。）を用いた手指消毒について，
下記のとおり取り扱うこととされましたので周知させていただきます。
　なお，下記の取扱いについては，新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例
的な対応であり，今後の流行状況の変化等を踏まえ，取扱いが変更・廃止される際には，厚生労働省からそ
の旨が発出されることになっています。

１ ．手指消毒用エタノールの供給が不足していることから，医療機関等において，やむを得ない場合に限り，
高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えない。

２ ．医療機関等において高濃度エタノール製品を手指消毒に用いる際は，使用者の責任において，アルコー
ル事業法（平成 12 年法律第６号）に規定する特定アルコールを取り扱う既存の事業者または同法に規定
する許可事業者から購入したアルコールを用いて高濃度アルコール製品を製造する既存の事業者から購入
し，当該製品が以下の両要件を満たすことを当該事業者に確認するとともに，使用に当たり，容器の清浄
度に配慮するなど，衛生的な管理に努める。

　・ エタノール濃度が原則 70 ～ 83vol% の範囲内である（消毒効果が十分に得られるよう，より高濃度の
ものは精製水等で同範囲に薄めて使用する。）。

　・含有成分に，メタノールが含まれないものである。

３ ．代替として用いられる高濃度エタノール製品は，医薬品医療機器等法（昭和 35 年法律第 145 号）に規
定する医薬品または医薬部外品に該当せず，その製造，販売等について同法による規制を受けない。

新型コロナウイルス感染症の発生にともなう
高濃度エタノール製品の使用について
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　今般，新型コロナウイルス感染症について，政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において，「新型
コロナウイルス感染症対策の基本方針」（令和２年２月 25 日。以下「基本方針」という。）が決定されたと
ころです。
　各地方自治体における予防接種担当部局においては，基本方針の趣旨に留意するとともに，予防接種事業
等について，下記に留意の上，適切な対応をお願いいたします。

記

１．予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定による定期の予防接種（以下「定期接種」という。）
については，ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり，感染しやす
い年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものであることから，基本的には引き続き実
施すること。特に乳児の予防接種を延期すると，感染症に罹患するリスクが高い状態となることから，関係
者と協力して接種機会の確保を図る必要があること。
　実施に当たっては，新型コロナウイルス感染症への感染防止の観点から，予防接種を実施する医療機関等
において，例えば，被接種者及びその保護者が，疾病の診療目的で来院した患者と接触しないよう，時間帯
又は場所を分けるなどの配慮を行うとともに，器具や従事者を介した院内感染の防止についても適切な対応
を取ること。

２．定期接種の接種時期については，予防接種法施行令（昭和 23 年政令第 197 号）第１条の３第１項に規
定されているが，今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い，地域の実情に応じ，上記１の対応に当たっ
て困難を来す場合や，特に高齢者への接種や追加接種に当たって，接種のための受診による感染症への罹患
のリスクが，予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等，規定の接種時期に定期
接種ができない相当な理由があると市町村が判断し，やむを得ず規定の接種時期を超えて定期接種を行った
者については，予防接種法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 36 号）第２条の５第３号に該当するものと取り
扱って差し支えないこと。

３．上記２により，規定の接種時期を超えて接種を行った場合について，定期接種実施要領 20（５）に係
る厚生労働省への報告については，１件ごとの報告は不要であり，年度ごとに，ワクチンごとの接種件数及
び人数をまとめて，都道府県を通じて翌年度の６月 30 日までに報告すること。様式については，別途お示
しする予定である。

（参考）厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症の発生にともなう
定期の予防接種の実施に係る対応について
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新型コロナウイルス感染症に関する医療機関の相談窓口

⃝京都市
開庁日

（開庁時間：８：30 ～ 17：00）
医療衛生センター感染症対策担当（全行政区担当）

　TEL 746－7200　　FAX 251－7233

休日・夜間
（夜間：17：00 ～翌８：30）

最寄りの区役所へご連絡ください。

【区役所】
北　区　TEL 432－1181　　上京区　TEL 441－0111　　左京区　TEL 702－1000
中京区　TEL 812－0061　　東山区　TEL 561－1191　　山科区　TEL 592－3050
下京区　TEL 371－7101　　南　区　TEL 681－3111　　右京区　TEL 861－1101
西京区　TEL 381－7121　　伏見区　TEL 611－1101

※ 感染症発生届の送付先は，休日・夜間でも同じ FAX番号（251－7233）です。
※ 休日・夜間の場合は，FAX送付の上，区役所にご連絡ください。

※ 休日・夜間については，区役所の宿直担当者が対応しますので，感染症等の内容および御連絡先をお伝えください。
　 宿直から医療衛生センター担当者に連絡を入れ，医療衛生センター担当者から折返しご連絡いたしますので，お待ち
ください。

⃝京都市以外
休日・夜間の電話連絡は，各保健所の宿直が承り，担当職員に連絡します。 

保健所名 管轄市町村 連　絡　先

乙 訓 保 健 所 向日市，長岡京市，大山崎町 電話 075－933－1153
FAX 075－932－6910

山城北保健所 宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，久御山町，井手町，宇治田原町 電話 0774－21－2911
FAX 0774－24－6215

山城南保健所 木津川市，笠置町，和束町，精華町，南山城村 電話 0774－72－0981
FAX 0774－72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市，南丹市，京丹波町 電話 0771－62－2979
FAX 0771－63－0609

中丹西保健所 福知山市 電話 0773－22－6381
FAX 0773－22－0429

中丹東保健所 舞鶴市，綾部市 電話 0773－75－0806
FAX 0773－76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市，京丹後市，伊根町， 与謝野町 電話 0772－62－4312
FAX 0772－62－4368

※ 電話番号が第１報より変更となっております。前頁の電話番号と同じです。
※  FAX送信の場合は，事前に電話での連絡をお願いします。
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会員のみなさまへのお願い
（在庫されている防護具等の衛生資材ご提供について）

　今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により，衛生防護具が逼迫しておりますことは
ご承知のとおりです。府医におきましても 2009 年の新型インフルエンザ対策の折に入手いたしま
した在庫に加え，京都府・京都市他から提供を受けましたものを合わせまして３月 16 日に各地区
医へ発送させていただきました。さらに，４月２日には政府から供給されました７万５千枚のマス
クを同様に配布させていただきましたところです。それでも会員各位の診療のために十分な量から
は程遠く，今後も関係機関に働きかけましてその確保に努めてまいりたいと考えております。
　さて，会員各位が診療体制の維持に刻苦される中，府医からの一つのご提案をさせていただきた
いと思います。上記にもございました 2009 年の新型インフルエンザ対策におきましてはマスクや
防護具等を行政よりの支援策として配布させていただきました。今回，廃院されました元会員有志
の先生より未使用にて在庫としておられましたその折のマスクのご提供を受け，ありがたくその数
に加えさせていただきましたところです。そこで，診療形態や診療科により，当時の支援資材でご
使用になる見込みのない防護具等の衛生資材がございましたら，お困りの医療機関で利用していた
だくためご提供をいただきますとありがたく存じます。多くの会員が困難に直面しておられる中，
いかほどに効果のあるものかどうかは定かではございませんが，苦肉の策を用いてでも今回の難局
をなんとか乗り切ってまいりたいと考えております。
　何卒，会員相互扶助の精神にて有志の会員のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

※ご提供いただける場合には別紙ご記入の上，ファックスをお願いします。
※搬送に際しましては府医側にてすべて対応させていただきます。
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宛　先： 京都府医師会　地域医療３課（FAX：075－354－6097）

防護具等の衛生資材ご提供について

　　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ご 連 絡 先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ご　芳　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　地　区　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご提供いただける衛生資材（具体的数量もお願いします）
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新型コロナウイルス感染症関連情報

地域医療部通信

第８報

重 要
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